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有
安
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と

　
　

有
安
老
人
『
対
客
一
話
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つ
い
て

　

│
│
付
録
『
対
客
一
話
』
翻
刻
資
料
│
│

菅　

原　

研　

州

一
、
は
じ
め
に

　

本
論
は
、
明
治
時
代
当
時
に
、
僧
侶
の
結
婚
を
強
く
批
判
し
た
有
安
道
人

こ
と
西
有
穆
山
『
弾
僧
侶
妻
帯
論
』
と
、
新
出
資
料
で
あ
る
有
安
老
人
『
対

客
一
話
』
を
比
較
検
討
す
る
こ
と
で
、
後
者
の
著
者
を
確
定
す
る
こ
と
を
目

的
と
し
た
研
究
で
あ
る
。

二
、
有
安
道
人
『
弾
僧
侶
妻
帯
論
』
に
つ
い
て

　
『
弾
僧
侶
妻
帯
論
』
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
の
研
究
に
お
い
て
「
聖
道
門

の
出
身
者
に
違
い
な
い
が
、
そ
の
出
身
・
經
歴
は
未
だ
探
索
し
得
な
）
1
（

い
」
と

あ
る
通
り
、
著
者
不
明
と
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
後
に
お
い
て
曹
洞
宗
の
明

治
期
を
代
表
す
る
宗
乗
家
で
あ
っ
た
西
有
穆
山
（
一
八
二
一
〜
一
九
一
〇
、

大
本
山
總
持
寺
独
住
第
三
世
）
で
あ
る
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
）
2
（

た
。

　

改
め
て
本
書
に
つ
い
て
の
概
要
を
ま
と
め
て
お
き
た
い
。

　

・
構
成　
『
弾
僧
侶
妻
帯
論
』『
弾
僧
侶
妻
帯
論
二　

説
夢
編
（
以
下
、

「
第
二
説
夢
編
」
と
略
記
）』
の
二
部
構
成

　

・
執
筆
時
期　

前
編
の
奥
書
に
「
明
治
十
二
年
三
月
五
日
」
と
あ
る
が
、

こ
れ
は
擱
筆
時
期
で
あ
ろ
う
。
後
編
の
「
第
二
説
夢
編
」
に
つ
い
て

は
、
前
編
部
分
末
尾
の
記
載
か
ら
既
に
構
）
3
（

想
が
あ
り
、
前
編
と
そ
れ
ほ

ど
時
を
置
か
ず
に
示
さ
れ
た
も
の
か

　

・
刊
行
時
期　

不
明
だ
が
、
執
筆
時
期
と
そ
れ
ほ
ど
離
れ
て
い
る
印
象
は

な
く
、
先
に
挙
げ
た
日
付
を
そ
の
ま
ま
刊
行
時
期
と
す
る
見
解
も
あ
る

　

・
出
版
社　

前
編
末
尾
の
欄
外
に
「
成
文
社
刊
行
」
と
あ
る
た
め
、
当

時
、
東
京
府
東
京
市
京
橋
区
内
に
所
在
し
た
出
版
社
か
ら
刊
行
さ
れ
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
奥
付
等
は
無
く
、
著
者
等
に
よ
る
自
費

出
版
で
あ
る
可
能
性
が
指
）
4
（

摘
さ
れ
る

　

・
聞
書
者　

夏
目
義
順
に
よ
）
5
（

る

　

本
書
の
著
者
が
近
年
ま
で
定
め
ら
れ
な
か
っ
た
理
由
と
し
て
、
特
定
の
宗

派
に
つ
い
て
言
及
し
た
も
の
で
は
な
く
、
明
治
一
〇
年
代
の
日
本
仏
教
界
全

般
に
つ
い
て
の
憂
慮
を
示
し
た
も
の
だ
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
西
有

の
史
伝
を
紹
介
す
る
文
献
で
も
、
法
嗣
の
岸
澤
惟
安
（
一
八
六
五
〜
一
九
五

五
）
に
よ
る
『
先
師
西
有
穆
山
和
尚
』
で
は
本
書
が
紹
介
さ
れ
て
お
ら
ず
、

後
年
のRichard Jaffe

に
よ
る
指
摘
を
経
て
、『
西
有
穆
山
禪
師
│
│
没

後
百
年
を
迎
え
て
』
で
よ
う
や
く
記
載
さ
れ
た
が
、『
禅0

僧
侶
妻
帯
論
』
と

名
前
を
間
違
え
て
紹
介
さ
れ
る
ほ
ど
で
あ
り
、
十
分
な
検
討
な
ど
を
経
た
推

132
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定
と
は
い
え
な
い
印
象
で
あ
っ
た
。
な
お
、
最
新
の
研
究
成
果
を
含
む
『
西

有
穆
山
と
い
う
生
き
方
』
で
は
書
写
本
の
存
在
も
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
そ
の

結
果
、
聞
書
し
た
者
に
つ
い
て
も
、
西
有
の
側
近
で
あ
っ
た
夏
目
義
順
で
あ

る
と
判
明
し
て
い
る
。
文
面
か
ら
は
著
者
不
明
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
西

有
が
著
者
の
名
前
に
挙
が
っ
た
理
由
は
、
上
記
の
よ
う
な
経
緯
が
あ
る
。

　

本
書
に
は
、「
有
安
道
人
」
と
い
う
著
者
名
（
講
演
者
名
）
が
記
さ
れ
て

い
る
。
そ
し
て
、
西
有
に
は
「
有
安
老
人
」
と
い
う
呼
称
も
あ
っ
た
。
明
治

一
六
年
（
一
八
八
三
）
に
、
現
在
の
静
岡
県
掛
川
市
内
に
所
在
す
る
曹
洞
宗

長
松
院
で
西
有
が
講
義
し
た
『
正
法
眼
蔵
開
講
備
忘
』
は
、「
有
安
老
人
口

演
」
と
書
か
れ
て
い
）
6
（

る
。
他
に
も
明
治
二
六
年
に
鴻
盟
社
か
ら
刊
行
さ
れ
た

『
安
心
訣
（
一
名
帰
依
三
宝
訣
）』
も
「
有
安
老
人
口
演
」
と
あ
る
。「
有
安

道0

人
」
と
「
有
安
老0

人
」
と
い
う
呼
称
の
わ
ず
か
な
相
違
は
特
段
問
題
に
は

な
ら
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

先
ほ
ど
も
指
摘
し
た
通
り
、
本
書
は
特
定
の
宗
派
に
依
拠
し
て
書
か
れ
て

は
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
か
つ
て
の
研
究
で
「
聖
道
門
の
出
身
者
」
と
推
定

さ
れ
た
理
由
は
、
本
書
の
論
調
が
基
本
、
僧
侶
の
結
婚
を
批
判
す
る
内
容
で

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
と
、
以
下
の
数
節
が
影
響
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
　

僧
侶
ノ
妻
帯
ハ
法
滅
ノ
相
ニ
㎜
淫
風
ノ
盛
ン
ナ
ル
ハ
亡
國
ノ
兆
ナ
リ
故

ニ
予
對
人
屬
之
ヲ
誡
ム
間
々
之
ヲ
信
ス
ル
モ
ノ
ア
リ
ト
雖
モ
守
ル
モ
ノ

殆
ト
稀
ナ
リ
タ
マ
ゝ
ゝ
歎
息
ス
ル
ニ
當
テ
或
問
テ
曰
ク
天
地
陰
陽
ア
リ

人
之
ニ
法
リ
テ
男
女
夫
婦
ア
リ
是
自
然
ノ
理
ナ
リ
何
ン
ト
シ
テ
カ
佛
是

れ
ヲ
戒
ル
ヤ
夫
レ
天
理
ニ
背
ク
モ
ノ
ハ
廢
リ
天
理
ニ
合
フ
モ
ノ
ハ
興
ル

故
ニ
清
僧
宗
ハ
日
ニ
衰
ヘ
テ
妻
帯
宗
ハ
月
ニ
盛
ン
ナ
ル
ニ
ア
ラ
ス
）
7
（

ヤ

　

本
書
の
特
徴
と
し
て
、
僧
侶
の
あ
り
方
を
持
戒
者
と
し
て
の
「
清
僧
宗
」

と
、
破
戒
者
と
し
て
の
「
妻
帯
宗
」
と
に
二
分
化
し
て
見
つ
つ
、
前
者
を
肯

定
し
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
管
見
の
限
り
、
こ
の
区
分
は
本
書
特
有

の
言
い
回
し
で
あ
り
、
か
つ
て
で
あ
れ
ば
「
聖
道
門
・
浄
土
門
」
な
ど
と
記

載
さ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
明
治
五
年
に
、
僧
侶
の
結
婚
に
つ
い

て
政
府
が
関
与
し
な
い
こ
と
を
表
明
し
た
「
太
政
官
布
告
」
第
一
三
三
号

（
通
称
「
肉
食
妻
帯
令
」）
の
文
言
を
承
け
た
時
代
だ
か
ら
こ
そ
、
許
さ
れ
た

表
現
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
執
筆
時
期
な
ど
に
つ
い
て
、
明

治
一
二
年
と
い
う
記
載
と
矛
盾
し
な
い
こ
と
が
理
解
出
来
る
。

　
　

然
ラ
ハ
則
神
佛
ヲ
敬
信
ス
ル
モ
ノ
ハ
清
僧
ヲ
愛
ス
ヘ
シ
清
僧
ノ
多
キ
ハ

神
佛
ノ
喜
フ
所
ナ
リ
神
佛
喜
フ
時
ハ
守
護
モ
亦
深
ル
ベ
シ
故
ニ
道
フ
ヘ

シ
清
僧
ノ
多
キ
ハ
護
國
人
ノ
多
キ
也
近
ク
ハ
德
川
氏
ノ
世
ヲ
見
テ
知
ル

ヘ
シ
創
業
ノ
始
ハ
僧
侶
ノ
規
則
正
ク
中
ロ
漸
ク
弛
ミ
末
ニ
至
テ
大
ニ
亂

ル
而
㎜
水
戸
公
ノ
廢
佛
論
ヲ
醸
ス
ニ
至
ル
是
レ
清
僧
ノ
盛
衰
ト
德
川
ノ

頽
廢
ト
相
隨
逐
ス
ル
カ
如
キ
ニ
ア
ラ
ス
ヤ
君
若
シ
愛
國
ノ
心
ア
ラ
ハ
清

僧
宗
ヲ
翼
助
シ
テ
持
戒
ノ
者
日
ニ
益
々
多
キ
コ
ト
ヲ
祈
ル
ヘ
シ
破
戒
ノ

者
ヲ
愛
ス
ル
コ
ト
勿
）
8
（

レ

　

更
に
、
清
僧
宗
の
僧
侶
が
多
い
方
が
良
い
と
す
る
理
由
に
つ
い
て
、
国
家

護
持
に
関
わ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
身
近
な
例
と
し
て
、
徳
川
幕
府
の

様
子
を
指
摘
し
、
約
二
五
〇
年
ほ
ど
の
間
で
、
当
初
は
幕
府
も
仏
教
界
も
良

か
っ
た
が
、
徐
々
に
仏
教
界
が
廃
れ
、
結
果
と
し
て
廃
仏
論
が
出
て
来
る
こ

と
と
な
り
、
維
新
に
繋
が
っ
た
と
い
う
見
方
を
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

そ
の
た
め
、
国
家
護
持
の
た
め
に
も
清
僧
宗
の
隆
盛
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
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る
。
江
戸
中
期
以
降
、
日
本
で
も
政
教
分
離
の
観
念
が
構
築
さ
れ
る
が
、
そ

れ
と
は
逆
行
し
て
い
る
。

　

著
者
が
理
想
と
す
る
国
家
護
持
に
関
わ
る
の
は
「
戒
」
で
あ
り
、
従
っ
て

何
ら
か
の
持
戒
を
行
っ
て
い
る
自
覚
を
持
っ
た
「
聖
道
）
9
（

門
」
の
僧
侶
と
い
う

分
類
が
適
合
す
る
こ
と
が
分
か
る
。
な
お
、
持
戒
に
関
し
て
は
、
本
書
「
第

二
説
夢
編
」
で
も
詳
し
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

二

－

一
、「
第
二
説
夢
編
」
に
つ
い
て

　
「
第
二
説
夢
編
」
に
つ
い
て
は
、『
明
治
仏
教
思
想
資
料
集
成
』
に
も
収
録

さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
解
題
を
付
し
て
お
き
た
い
。

　

・
著
者　

前
編
は
「
有
安
道
人
」
と
あ
る
の
み
だ
が
、
後
編
は
「
有
安
道

人
著0

」
と
あ
っ
て
、
独
立
し
た
著
作
で
あ
る
こ
と
を
窺
わ
せ
る

　

・
執
筆
時
期　

不
明
。
一
切
の
記
述
が
な
い

　

・
刊
行
時
期　

不
明

　

・
出
版
社　

不
明
。
一
切
の
記
述
が
な
い

　

・
体
裁　

和
書
袋
綴
で
表
紙
を
含
め
て
全
七
枚
。
前
編
と
ほ
ぼ
同
じ
分
量

と
な
っ
て
い
る

　

右
記
の
通
り
、
後
編
の
「
第
二
説
夢
編
」
に
つ
い
て
、
書
誌
情
報
は
判
然

と
し
な
い
。
た
だ
し
、
刊
本
を
見
る
限
り
、
前
後
編
で
紙
質
や
体
裁
な
ど
に

大
き
な
違
い
は
な
い
。
よ
っ
て
、
前
編
が
執
筆
或
い
は
刊
行
さ
れ
た
明
治
一

二
年
と
時
を
置
か
ず
に
後
編
も
刊
行
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
体
裁
が
ほ

ぼ
同
じ
で
あ
る
か
ら
、
お
そ
ら
く
は
出
版
社
な
ど
も
同
じ
で
あ
り
、
ま
た
、

以
下
の
記
述
か
ら
後
編
も
自
費
出
版
で
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
　

是
レ
思
夢
カ
妄
夢
カ
其
名
ヲ
知
ラ
ス
ト
雖
モ
清
僧
宗
ヲ
鞭
策
シ
妻
帯
宗

ヲ
照
顧
セ
シ
メ
政
家
ヲ
誡
ル
ノ
意
ア
リ
テ
一
人
ノ
夢
ニ
非
ル
カ
如
シ
故

ニ
記
シ
テ
社
友
ニ
示
ス
）
10
（

也

　

敢
え
て
「
社
友
ニ
示
ス
」
と
あ
る
通
り
で
、
自
ら
の
周
囲
に
い
た
者
達
へ

配
布
す
る
た
め
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
広
く
流
布
す
る
目
的
で
は
な

か
っ
た
こ
と
を
想
起
さ
せ
る
た
め
、
自
費
出
版
と
い
う
扱
い
の
妥
当
性
が
理

解
出
来
よ
う
。

　

そ
し
て
、
前
編
部
分
の
大
半
は
、
或
る
問
者
と
の
問
答
体
で
あ
り
、
何
故

「
清
僧
宗
」
が
社
会
に
と
っ
て
必
要
で
あ
る
か
を
説
き
、
末
尾
に
は
再
宣
教

が
始
ま
っ
た
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
対
抗
的
意
図
を
表
明
し
た
文
脈
が
目
立
つ
。

一
方
で
、「
第
二
説
夢
編
」
は
筆
者
に
よ
る
見
解
を
連
ね
た
内
容
と
な
っ
て

お
り
、
仏
教
徒
に
お
け
る
戒
学
の
参
究
を
促
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　

後
編
冒
頭
で
は
、
著
者
が
夢
の
中
で
見
た
、
あ
る
一
大
寺
で
の
宗
派
混
淆

な
る
碩
徳
会
議
に
お
け
る
風
景
の
描
写
か
ら
始
ま
り
、
そ
の
中
で
あ
る
議
員

が
次
の
よ
う
な
発
言
を
行
っ
た
。

　
　

一
議
員
ノ
曰
方
今
佛
法
ノ
振
ハ
サ
ル
ハ
戒
法
ノ
ア
ル
所
以
也
如
何
ト
ナ

レ
ハ
各
宗
ノ
僧
侶
陰
ニ
肉
妻
ヲ
犯
シ
陽
ニ
守
ル
者
ハ
中
等
以
上
ニ
㎜
眞

實
梵
行
清
淨
ノ
者
ハ
雨
夜
ノ
星
ノ
如
シ
其
餘
ハ
蕩
々
ト
㎜
慙
ヲ
知
ル
ニ

モ
至
ラ
ス
〈
中
略
〉
先
ツ
論
ヨ
リ
証
據
ト
ス
ヘ
キ
者
ハ
抑
眞
宗
ニ
非
ス

ヤ
宗
門
繁
昌
ニ
㎜
英
傑
モ
亦
多
シ
ト
主
張
セ
）
11
（

リ

　

要
は
、
日
本
に
お
い
て
は
仏
法
が
至
極
振
る
わ
ず
に
、
そ
の
原
因
と
し
て

戒
法
を
挙
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
一
議
員
は
当
時
の
仏
教
界
の
実
態
と

し
て
、
本
当
に
戒
法
を
守
っ
て
い
る
者
は
「
雨
夜
ノ
星
」
の
如
く
少
な
く
、
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中
等
以
上
の
者
は
表
に
は
戒
法
を
守
っ
て
い
る
よ
う
に
振
る
舞
っ
て
も
、
陰

で
は
肉
を
食
べ
結
婚
し
て
い
る
と
し
、
そ
れ
以
外
の
者
は
最
早
、
結
婚
し
て

い
る
こ
と
な
ど
慙
愧
に
も
思
わ
な
い
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
戒
法

を
守
ら
な
く
て
も
、
宗
派
と
し
て
繁
昌
す
る
事
例
と
し
て
、「
眞
宗
（
浄
土

真
宗
）」
を
挙
げ
た
の
で
あ
っ
た
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
浄
土
真
宗
は
開
祖

で
あ
る
親
鸞
（
一
一
七
三
〜
一
二
六
二
）
以
来
、
結
婚
を
忌
避
せ
ず
、
ま

た
、
中
世
の
段
階
で
既
に
寺
院
を
血
縁
相
続
す
る
方
策
を
積
極
的
に
展
開
し

て
き
た
宗
派
で
も
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
見
解
に
対
し
て
、
西
有
の
立

場
も
重
ね
て
反
論
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
の
が
、
以
下
の
文
脈
で
あ
る
。

　
　

而
ル
ニ
鼠
色
ノ
直
綴
ニ
茶
色
ノ
麻
衣
ヲ
搭
シ
タ
ル
一
老
僧
ア
リ
未
タ
何

宗
ノ
碩
学
ナ
ル
ヤ
ヲ
知
ラ
ス
突
然
起
立
㎜
曰
吾
宗
ノ
如
キ
ハ
假
令
斷
滅

ニ
及
フ
モ
肉
妻
ヲ
縱
ニ
ス
ル
ノ
宗
徒
ト
ナ
ル
可
ラ
）
12
（

ス

　

こ
の
主
張
か
ら
、
仏
祖
の
示
訓
た
る
持
戒
を
行
え
な
い
場
合
、
宗
派
と
し

て
の
斷
滅
ま
で
も
覚
悟
し
て
い
た
西
有
の
見
解
が
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し

て
、
こ
の
一
老
僧
は
高
声
に
自
ら
の
主
張
を
続
け
、
仏
教
に
お
け
る
戒
定
慧

三
学
の
基
本
を
述
べ
た
と
い
う
。
し
か
し
、
そ
の
内
容
は
戒
学
一
般
に
及
ぶ

も
の
の
、
や
は
り
特
定
の
宗
派
に
依
拠
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
た
だ

し
、
以
下
の
数
節
か
ら
、
あ
る
程
度
の
絞
り
込
み
が
可
能
と
な
る
。

　

・
而
㎜
受
授
ノ
式
法
ア
リ
テ
用
テ
佛
性
ノ
種
子
ト
ナ
ス
モ
ノ
ハ
釋
徒
）
13
（

也

　

・
又
無
戒
ノ
僧
ノ
ミ
ナ
ル
ト
キ
ハ
誰
レ
ア
ツ
テ
カ
戒
師
ヲ
勤
ム
ル
ヤ
戒
師

ノ
人
ナ
ケ
レ
ハ
戒
檀
原
文
マ
マ

ア
ル
可
ラ
ス
戒
師
ナ
ク
戒
檀
ナ
ク
ハ
戒
脉
自
ラ

斷
絶
ス
ヘ
シ
戒
脉
果
シ
テ
斷
ス
ル
ト
キ
ハ
佛
法
ノ
恵
命
於
是
乎
斷
絶

セ
）
14
（

ン

　

前
者
の
内
容
か
ら
、
受
戒
が
仏
性
の
種
子
と
な
る
こ
と
を
示
す
た
め
、
こ

れ
は
『
梵
網
経
』
で
説
か
れ
る
仏
性
戒
（
菩
薩
戒
）
の
思
想
を
踏
ま
え
た
発

言
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
更
に
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
戒
師
・
戒
壇
・
戒

脈
・
仏
法
の
慧
命
と
い
う
キ
ー
タ
ー
ム
か
ら
、
受
戒
を
行
っ
た
際
に
、
戒
脈

が
繋
が
る
と
考
え
て
い
た
宗
派
に
な
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
の
た

め
、
天
台
宗
・
真
言
宗
・
浄
土
宗
・
曹
洞
宗
・
臨
済
宗
な
ど
が
該
当
す
る
と

推
定
さ
れ
る
。
し
か
し
、
時
代
的
な
関
係
か
ら
、
特
に
日
本
の
浄
土
宗
を
意

識
し
た
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
同
宗
は
教
理
的
に
は
浄
土
門
系
と

な
る
が
、
天
台
宗
の
円
頓
戒
思
想
を
受
け
継
ぎ
、
戒
学
の
研
鑽
に
優
れ
、
明

治
時
代
初
期
に
は
廃
仏
毀
釈
に
対
抗
し
て
戒
律
復
興
運
動
を
行
っ
た
福
田
行

誡
（
一
八
〇
九
〜
一
八
八
八
）
が
輩
出
さ
れ
る
に
至
る
。
福
田
の
戒
律
重
視

の
主
張
は
従
来
評
さ
れ
る
史
伝
や
著
作
全
集
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
ま

た
、
福
田
は
明
治
元
年
の
「
諸
宗
同
徳
会
盟
」
結
成
時
か
ら
指
導
的
立
場
と

な
り
、
同
会
盟
で
は
王
法
と
仏
法
の
不
分
離
・
邪
教
の
研
窮
毀
斥
・
自
宗
の

旧
弊
一
洗
な
ど
が
議
論
さ
れ
る
な
ど
し
、
戒
律
の
護
持
が
主
張
さ
れ
て
い

る
。
本
書
に
お
け
る
西
有
の
主
張
は
、
福
田
や
同
会
盟
の
影
響
も
考
慮
す
べ

き
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
先
ほ
ど
の
「
一
老
僧
」
と
は
同
会
盟
に
お
け
る

福
田
が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
な
れ
ば
、
本
書
が

全
体
と
し
て
通
仏
教
的
主
張
で
あ
る
こ
と
も
理
解
出
来
る
。

　

そ
し
て
、「
第
二
説
夢
編
」
は
、
耶
蘇
教
も
ま
た
妻
帯
す
る
（
明
治
期
に

な
り
、
特
に
北
米
な
ど
を
経
由
し
て
伝
来
し
た
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
を
意
識
し

た
発
言
だ
と
思
わ
れ
る
）
こ
と
で
勢
力
を
衰
え
さ
せ
て
い
る
こ
と
を
指
摘

し
、
清
僧
宗
こ
そ
が
真
実
の
宗
教
で
あ
る
と
し
な
が
ら
、
た
と
え
数
は
少
な



─ 　  ─

有
安
道
人
『
弾
僧
侶
妻
帯
論
』
と
有
安
老
人
『
対
客
一
話
』
に
つ
い
て

5

128

く
と
も
、
そ
の
勢
力
を
維
持
し
つ
つ
、
国
家
護
持
を
進
め
る
べ
き
と
の
立
場

を
鮮
明
に
す
る
の
で
あ
る
。

三
、
有
安
老
人
『
対
客
一
話
』
に
つ
い
て

　

有
安
老
人
『
対
客
一
話
』
は
、
管
見
の
限
り
従
来
の
研
究
で
指
摘
さ
れ
た

こ
と
が
な
く
、
ま
た
、
こ
れ
ま
で
に
編
集
さ
れ
た
西
有
の
著
作
目
録
に
も
挙

げ
ら
れ
て
い
な
）
15
（

い
。
本
研
究
は
筆
者
が
二
〇
一
八
年
中
に
入
手
し
た
明
治
期

写
本
を
用
い
て
行
う
。
ま
ず
は
同
写
本
の
書
誌
情
報
を
整
理
し
た
い
。

　
　

一
、
冊
数　

一
冊

　
　

一
、
料
紙　

楮
紙

　
　

一
、
大
き
さ　

縦
27
㎝
×
横
17
㎝

　
　

一
、
装
丁　

袋
綴
、
紙
縒
り
で
上
下
二
箇
所
を
止
め
る

　
　

一
、
題
目　

外
題　

對
客
一
話　

全

　
　
　
　
　
　
　

内
題　

對
客
一
話

　
　
　
　
　
　
　

後
題　

有
安
老
人
對
客
一
話　

終

　
　

一
、
枚
数　

表
紙　

１
丁

　
　
　
　
　
　
　

本
文　

６
丁

　
　
　
　
　
　
　

奥
書　

１
丁

　
　

一
、
行
字
数　

毎
葉
13
行　

各
行
約
23
〜
26
字

　
　

一
、
書
写
年　

明
治
廿
八
年
三
月
初
三
日

　
　

一
、
書
写
者　

清
隠
山
安
居
之
日　

微
笑
庵
謹
写

　
　

一
、
所
蔵
者　

現
在
・
菅
原
研
州

　
　
　
　
　
　
　
　

旧
蔵
者
・
微
笑
庵
（
詳
細
不
明
）

　

全
体
で
四
〇
〇
〇
字
に
満
た
な
い
文
章
量
で
あ
り
、
そ
の
主
張
は
基
本
的

に
先
に
挙
げ
た
『
弾
僧
侶
妻
帯
論
』
及
び
「
第
二
説
夢
編
」
に
共
通
し
た
も

の
と
い
え
る
。
ま
た
、『
対
客
一
話
』
の
題
の
通
り
で
、
妻
帯
宗
の
立
場
に

立
つ
或
僧
が
意
見
し
、
そ
れ
へ
著
者
が
清
僧
宗
の
立
場
と
し
て
応
答
す
る
問

答
体
と
し
て
編
ま
れ
て
い
る
。

　

内
容
か
ら
前
後
半
の
二
部
構
成
と
な
っ
て
お
り
、
前
半
は
永
平
道
元
が
も

し
文
明
開
化
の
世
に
い
れ
ば
ど
う
振
る
舞
っ
た
か
を
仮
想
し
つ
つ
二
問
を
問

答
し
て
お
り
、
世
間
の
価
値
観
が
大
き
く
変
化
し
た
時
代
に
仏
教
者
た
る
者

へ
の
行
動
の
指
針
を
示
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
後
半
は
妻
帯
宗
と
し
て

は
浄
土
真
宗
の
親
鸞
が
英
雄
で
、
マ
ル
チ
ン
リ
ヨ
ー
サ
は
豪
傑
で
あ
る
と
い

う
見
解
に
つ
い
て
、
著
者
が
反
駁
し
た
も
の
で
あ
り
、
具
体
的
な
対
象
を
定

め
つ
つ
強
い
批
判
を
展
開
し
て
い
る
。
な
お
、
マ
ル
チ
ン
リ
ヨ
ー
サ
と
は
、

一
五
一
七
年
以
降
に
ロ
ー
マ
＝
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
対
し
て
批
判
を
行
い
、

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
設
立
の
き
っ
か
け
を
作
っ
た
と
さ
れ
る
ド
イ
ツ
の
マ

ル
テ
ィ
ン=

ル
タ
ー
（
一
四
八
三
〜
一
五
四
六
）
の
こ
と
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、『
弾
僧
侶
妻
帯
論
』「
第
二
説
夢
編
」
で
は
、
著
者
の
宗
派
な
ど

が
知
ら
れ
な
か
っ
た
が
、『
対
客
一
話
』
は
明
確
に
理
解
出
来
る
も
の
と

な
っ
て
い
る
。

　
　

髙
祖
宗
旨
ヲ
開
ク
ニ
意
無
フ
㎜
其
子
孫
ニ
至
テ
自
ラ
開
ル
モ
ノ
ハ
吾
曹

洞
宗
ニ
ア
ラ
ス
）
16
（

ヤ

　

著
者
の
見
解
が
示
さ
れ
る
文
脈
で
「
吾
曹
洞
宗
」
と
述
べ
て
お
り
、
他
に

も
道
元
を
指
し
て
「
吾
宗
祖
」
な
ど
と
呼
称
す
る
た
め
、
曹
洞
宗
内
の
僧
侶

が
著
者
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
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『
対
客
一
話
』
前
半
第
一
問
に
お
い
て
語
ら
れ
る
道
元
の
伝
記
・
事
績
へ

の
讃
歎
と
し
て
は
、
鎌
倉
行
化
の
後
で
北
条
時
頼
に
よ
る
建
長
寺
建
立
に
際

し
て
も
一
顧
だ
に
し
な
か
っ
た
一
事
、
玄
明
首
座
擯
斥
の
一
事
、
そ
し
て
紫

衣
・
徽
号
を
受
け
な
か
っ
た
一
事
な
ど
の
宗
派
内
の
伝
承
を
採
り
上
げ
て
い

る
。
こ
の
際
、
道
元
の
伝
記
と
し
て
参
照
さ
れ
た
の
は
、
著
者
は
「
行
状

記
」
と
い
う
呼
び
方
を
し
て
い
る
も
の
の
、
当
時
よ
く
読
ま
れ
た
道
元
伝
を

考
慮
し
つ
つ
、
内
容
か
ら
も
面
山
瑞
方
編
『
訂
補
建
撕
記
』（
一
七
五
四
年

刊
）
と
推
定
さ
れ
る
。
更
に
、
著
者
は
日
蓮
宗
の
深
草
元
政
（
一
六
二
三
〜

一
六
六
八
）
が
編
ん
だ
『（
扶
桑
）
隠
逸
伝
』
に
も
言
及
す
る
が
、
明
治
一

六
年
に
村
上
勘
兵
衛
に
よ
り
復
刻
さ
れ
た
三
冊
本
を
参
照
し
た
も
の
か
。

『
隠
逸
伝
』
に
は
道
元
の
伝
記
が
載
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
序
文
で

元
政
が
示
し
た
「
隠
逸
」
と
い
う
生
き
方
が
道
元
の
理
想
に
叶
う
こ
と
を
示

す
も
の
で
あ
る
。『
隠
逸
伝
』
復
刻
刊
行
の
年
次
な
ど
か
ら
『
対
客
一
話
』

が
示
さ
れ
た
時
期
を
考
え
る
と
、
明
治
一
六
年
以
降
で
あ
っ
た
も
の
か
。
そ

し
て
、
こ
れ
ら
の
見
解
を
元
に
著
者
は
、
当
時
、
各
宗
派
に
現
れ
た
「
道
徳

僧
」
な
る
者
が
、
政
府
に
取
り
入
り
た
く
て
、
こ
ぞ
っ
て
東
京
で
出
仕
し
て

い
る
こ
と
を
批
判
し
た
。

　

ま
た
、
前
半
第
二
問
で
は
、
政
府
の
見
解
に
則
り
、
僧
侶
も
俗
服
を
着

け
、
蓄
髪
・
肉
食
を
し
な
け
れ
ば
、
世
間
の
人
と
交
わ
り
に
く
い
の
で
は
な

い
か
と
い
う
問
い
が
発
せ
ら
れ
た
。
著
者
は
ま
ず
、
こ
の
見
解
を
「
惑
ヘ
ル

ノ
甚
シ
キ
モ
ノ
也
」
と
批
判
し
、
更
に
「
諸
本
山
継
目
参
内
内
務
省
社
寺
局

往
来
ハ
法
服
ナ
ル
ニ
ア
ラ
ス
）
17
（

ヤ
」
と
し
つ
つ
、
後
述
す
る
よ
う
に
通
称
「
肉

食
妻
帯
令
」
で
は
法
用
以
外
で
の
俗
服
着
用
を
認
め
る
が
、
そ
の
政
府
で

あ
っ
て
も
法
服
を
嫌
っ
て
い
な
い
と
し
、
檀
家
信
徒
は
尚
更
に
法
服
を
忌
む

道
理
が
無
い
と
し
た
。
そ
し
て
、
も
し
法
服
を
忌
む
よ
う
な
檀
家
が
い
た
と

し
て
も
、
不
信
心
で
あ
る
か
ら
初
め
か
ら
交
際
す
べ
き
で
は
な
い
と
も
す
る

の
で
あ
る
。
ま
た
、
良
き
信
者
の
あ
り
方
と
し
て
真
実
の
「
三
宝
帰
依
」
を

行
う
人
を
挙
げ
て
い
る
。「
三
宝
帰
依
」
は
仏
教
徒
の
基
本
で
は
あ
る
が
、

も
し
本
書
の
著
者
が
西
有
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
西
有
が
檀
家
信
徒
の
安
心

を
説
い
た
『
安
心
訣
』
の
別
名
が
「
帰
依
三
宝
訣
」
で
あ
り
、
同
書
執
筆
が

明
治
二
三
年
で
、
鴻
盟
社
の
刊
行
が
明
治
二
六
年
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、

『
対
客
一
話
』
が
示
さ
れ
た
時
期
と
同
時
代
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

先
に
引
い
た
一
文
に
「
内
務
省
社
寺
局
」
の
語
が
見
え
る
が
、
同
局
は
教

部
省
の
混
乱
と
そ
の
廃
止
を
受
け
て
内
務
省
に
移
管
さ
れ
、
伝
統
的
仏
教
・

神
道
各
教
団
の
み
な
ら
ず
、
い
わ
ゆ
る
教
派
神
道
各
教
団
に
つ
い
て
も
管
理

監
督
を
行
っ
た
。
同
局
の
設
置
期
間
か
ら
、『
対
客
一
話
』
が
明
治
一
〇
年

一
月
か
ら
、
三
三
年
四
月
ま
で
の
間
に
編
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
確

と
な
る
。

　
『
対
客
一
話
』
後
半
は
問
い
こ
そ
、
妻
帯
宗
を
六
〇
〇
年
前
に
開
い
た
浄

土
真
宗
の
親
鸞
と
、
三
〇
〇
年
前
に
開
い
た
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
リ
ヨ
ー
サ

を
讃
え
つ
つ
、
当
代
の
僧
侶
も
妻
帯
し
て
こ
れ
ら
の
者
に
続
く
べ
き
と
の
見

解
が
呈
さ
れ
た
の
み
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
に
対
し
て
著
者
か
ら
は
三
つ
の
段

落
に
及
ぶ
回
答
が
示
さ
れ
た
。

　

ま
ず
第
一
と
し
て
は
、
著
者
は
洋
学
を
し
な
い
た
め
リ
ヨ
ー
サ
の
説
く
宗

義
や
、
時
代
な
ど
は
知
ら
な
い
と
し
つ
つ
も
、
ロ
ー
マ
（
カ
ト
リ
ッ
ク
教

会
）
の
様
子
を
見
る
と
、
僧
侶
も
権
威
に
奢
り
、
品
行
不
正
で
あ
っ
て
、
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人
々
の
信
頼
を
受
け
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
と
こ
ろ
に
、
リ
ヨ
ー
サ
が
身
命

を
惜
し
ま
ず
に
「
異
趣
義
」
を
主
張
し
た
様
子
は
、
実
に
豪
傑
で
あ
っ
た
と

賛
意
を
示
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
結
果
、
欧
州
を
宗
教
戦
争
が
席
巻
し
、
多

く
の
死
者
を
出
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
批
判
し
、
リ
ヨ
ー
サ
が
開
い
た
も
の

は
修
羅
場
で
あ
っ
た
と
も
喝
破
し
た
。
こ
の
点
で
は
、
洋
学
を
し
な
い
と
し

つ
つ
も
、
ル
タ
ー
の
伝
記
や
欧
州
の
歴
史
に
つ
い
て
、
よ
く
学
ば
れ
て
い
た

印
象
を
得
る
。

　

日
本
に
お
け
る
ル
タ
ー
研
究
に
つ
い
て
、
先
行
研
）
18
（

究
が
指
摘
す
る
と
こ
ろ

で
は
、
中
村
正
直
（
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ス
マ
イ
ル
ズ
『
自
助
編
（
西
国
立
志

編
）』
の
翻
訳
者
）
が
明
治
七
・
九
年
（
一
八
七
四
・
七
六
）
に
そ
れ
ぞ
れ

「
路
愓
（
音
読
み
で
「
ろ
と
う
」
と
な
り
、
ル
タ
ー
を
示
す
）」
の
伝
記
に
つ

い
て
若
干
の
記
述
を
行
い
、
続
い
て
明
治
二
一
年
（
一
八
八
八
）
に
は
加
藤

覚
が
『
ま
る
て
ん
・
る
ー
て
る
伝
』
を
著
す
な
ど
し
た
と
い
う
。
更
に
国
立

国
会
図
書
館
の
所
蔵
文
献
も
調
べ
る
と
、
明
治
二
二
年
に
は
素
軒
逸
史
訳

『
ル
ー
テ
ル
伝
』
が
警
醒
社
か
ら
刊
行
さ
れ
、
キ
リ
ス
ト
教
系
各
種
雑
誌
に

も
ル
タ
ー
伝
が
採
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
つ
ま
り
、
明
治
二
〇
年
代

前
半
に
は
ル
タ
ー
の
事
績
は
日
本
で
も
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た

の
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
対
客
一
話
』
の
成
立
推
定
年
代
と
一
致
す
る
こ
と
に

な
る
。
た
だ
し
、
ル
タ
ー
を
「
マ
ル
チ
ン
リ
ヨ
ー
サ
」
と
い
う
呼
称
で
論
じ

た
も
の
は
未
見
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
著
者
は
何
ら
か
の
著
作
か
ら
で
は
な

く
て
、
誰
か
か
ら
耳
で
聞
い
て
、
そ
の
呼
び
方
を
決
し
た
可
能
性
が
あ
る

が
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

　

第
二
段
落
は
親
鸞
に
つ
い
て
の
評
価
が
示
さ
れ
た
。
親
鸞
の
場
合
、
師
で

あ
る
法
然
の
教
え
と
は
「
異
赴
義
」
を
唱
え
て
自
ら
妻
帯
し
、
庶
民
を
相
手

に
教
線
を
拡
大
し
た
こ
と
は
当
代
の
真
宗
の
興
隆
を
見
れ
ば
明
ら
か
で
あ

り
、
英
雄
の
評
価
に
値
す
る
こ
と
を
認
め
つ
つ
も
、
仏
法
の
大
意
か
ら
見
れ

ば
、
論
破
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
し
て
い
る
。
ま
ず
大
乗
仏
教
を
含
め
た
天
台

系
の
教
判
五
時
説
に
準
え
て
、
仏
一
代
の
説
示
を
見
れ
ば
、『
華
厳
経
』
の

開
経
で
あ
る
『
梵
網
経
』
で
菩
薩
戒
を
説
き
、
入
般
涅
槃
に
因
む
『
遺
教

経
』
で
も
戒
を
説
い
た
こ
と
か
ら
、
三
宝
の
内
仏
宝
も
僧
宝
も
皆
、「
戒
」

を
根
本
と
し
、
無
戒
の
仏
宝
・
僧
宝
な
ど
は
な
い
と
し
た
。
よ
っ
て
、
無
戒

の
真
宗
の
存
在
は
、
仏
法
の
衰
滅
を
早
め
る
と
も
非
難
し
た
。
そ
し
て
、
も

し
在
家
の
男
女
が
三
宝
を
供
養
す
る
と
す
れ
ば
、
僧
侶
の
持
戒
の
有
無
を
見

定
め
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
時
、
著
者
が
参
照
し
た
の
は
永
平
道
元

『
正
法
眼
蔵
』「
発
無
上
心
」
巻
の
一
節
で
「
佛
言
優
婆
塞
優
婆
夷
善
男
子
善

女
人
以
妻
子
肉
供
養
三
寶
以
身
自
肉
供
養
三
宝
諸
比
丘
既
受
信
施
云
何
不
修

シ
カ
ア
レ
ハ
シ
リ
ヌ
飲
食
衣
服

具
醫
薬
僧
房
田
林
等
ヲ
三
宝
ニ
供
養
ス
ル

ハ
自
身
オ
ヨ
ヒ
妻
子
等
ノ
身
肉
皮
骨
髄
ヲ
供
養
シ
タ
テ
マ
ツ
ル
ナ
リ
）
19
（

ト
」
で

あ
る
。「
佛
言
（『
正
法
眼
蔵
』
本
文
で
は
「
釈
迦
牟
尼
仏
言
」
と
あ
る
）」

と
し
て
引
用
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
一
節
だ
が
、
実
際
に
は
典
拠
不
明
と

さ
れ
）
20
（

る
。
そ
こ
で
、
道
元
の
解
釈
を
含
め
て
見
て
み
る
と
、
引
用
さ
れ
た
文

章
か
ら
は
妻
子
や
自
身
の
肉
を
供
養
し
た
よ
う
に
見
え
る
が
、
道
元
は
そ
れ

を
「
飲
食
・
衣
服
」
な
ど
と
置
き
換
え
て
お
り
、
そ
の
結
果
、
愛
欲
な
ど
が

起
き
ず
に
持
戒
が
な
さ
れ
た
と
見
え
る
。『
対
客
一
話
』
で
、
こ
の
部
分
が

引
用
さ
れ
た
理
由
は
、
信
施
の
現
場
に
お
い
て
は
在
家
者
で
あ
っ
て
も
、
出

家
者
の
持
戒
を
尊
重
す
る
努
力
が
な
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
示
す
た
め
で
あ
ろ
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う
。

　

第
三
段
落
は
、
不
清
浄
僧
と
清
浄
僧
と
が
同
列
で
供
養
を
受
け
る
こ
と
の

問
題
を
指
摘
し
て
お
り
、
主
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
は
、「
信
施
の
虚

罪
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
本
来
応
供
た
る
仏
・
阿
羅
漢
で
は
な
い

僧
が
信
施
（
在
家
者
の
信
心
か
ら
の
施
財
）
を
受
け
た
場
合
、
罪
を
得
る
と

い
う
考
え
で
あ
っ
た
。
日
本
で
は
中
世
禅
林
で
修
行
し
、
現
在
の
名
古
屋
市

内
に
所
在
す
る
長
母
寺
（
臨
済
宗
東
福
寺
派
）
で
著
述
活
動
を
行
っ
た
無
住

道
曉
（
一
二
二
七
〜
一
三
一
二
）
が
『
沙
石
集
』
巻
九
に
お
い
て
、『
仏
頂

尊
勝
陀
羅
尼
』
の
読
誦
が
禅
林
で
広
ま
っ
た
の
は
、
信
施
の
虚
罪
を
消
す
功

徳
が
あ
っ
た
た
め
だ
と
論
じ
る
な
ど
し
、
日
本
で
は
、
常
に
一
定
の
問
題
意

識
が
寄
せ
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
、『
対
客
一
話
』
で
は
、
無
戒
で

あ
る
真
宗
の
僧
侶
は
、
信
施
に
よ
っ
て
大
い
に
罪
を
得
る
と
主
張
し
、
も

し
、
他
宗
派
も
そ
れ
に
続
く
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、
同
じ
よ
う
に
罪
を
得

る
と
主
張
す
る
。
外
見
上
、
真
宗
は
勢
力
が
強
い
よ
う
に
思
え
る
け
れ
ど

も
、
今
後
は
リ
ヨ
ー
サ
の
修
羅
場
や
、
親
鸞
の
法
害
な
ど
の
よ
う
な
悪
影
響

を
被
る
こ
と
を
予
言
す
る
。
現
代
的
な
視
点
で
は
、
強
圧
的
な
言
動
に
思
え

る
け
れ
ど
も
、
当
時
と
し
て
は
著
者
の
護
法
の
念
に
基
づ
い
た
訓
導
の
言
動

と
い
う
べ
き
か
。
そ
し
て
、
段
落
の
後
半
で
は
日
本
で
は
妻
帯
僧
が
増
え
た

一
方
で
、
中
国
・
チ
ベ
ッ
ト
・
タ
イ
・
ス
リ
ラ
ン
カ
な
ど
で
は
、
戒
律
を
護

持
し
た
清
僧
ば
か
り
で
あ
る
と
し
、
あ
る
時
そ
の
国
な
ど
か
ら
日
本
に
清
僧

を
派
遣
す
れ
ば
ど
う
な
る
か
、
心
配
で
夜
も
眠
れ
ず
に
こ
の
書
を
著
し
た
と

す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
際
に
、「
遂
ニ
一
篇
ヲ
綴
ル
因
テ
我
宗
諸
兄
弟
ニ
一

言
ス
妻
帯
夛
同
ノ
憐
儀
ニ
決
ス
ル
㎎
勿
）
21
（

レ
」
と
檄
を
飛
ば
す
な
ど
し
て
、
宗

門
を
復
古
し
、
仏
祖
の
大
恩
に
報
答
す
る
よ
う
に
求
め
た
の
で
あ
っ
た
。

　

以
上
、『
対
客
一
話
』
の
概
略
を
確
認
し
た
。
既
に
『
弾
僧
侶
妻
帯
論
』

に
も
、
真
宗
批
判
・
基
督
教
批
判
は
見
え
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
は
一
貫
し

た
主
張
の
中
に
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の
過
程
で
、
親
鸞
や
リ
ヨ
ー
サ

な
ど
の
名
前
を
出
し
て
批
判
す
る
こ
と
は
、『
弾
僧
侶
妻
帯
論
』
よ
り
も
、

よ
り
批
判
の
対
象
が
明
確
に
な
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
れ
は
著
者

が
明
治
一
二
年
よ
り
も
更
に
批
判
対
象
へ
の
学
び
を
進
め
た
こ
と
を
意
味

し
、
そ
れ
を
可
能
に
す
る
ほ
ど
の
関
連
刊
行
物
が
世
に
出
た
こ
と
は
既
に
確

認
し
た
通
り
で
あ
る
。
ま
た
、
前
半
の
問
答
に
は
、
特
に
曹
洞
宗
に
関
す
る

説
示
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
内
容
か
ら
は
、
明
ら
か
に
高
祖
道
元
へ
の
慕
古

の
念
が
感
じ
取
ら
れ
、『
正
法
眼
蔵
』
の
適
確
な
引
用
か
ら
し
て
も
、
宗
典

に
参
じ
た
碩
徳
の
文
章
で
あ
る
こ
と
が
容
易
に
見
て
取
れ
る
。

　

よ
っ
て
、『
対
客
一
話
』
に
つ
い
て
は
、
奥
書
の
「
有
安
老
人
」
の
記
述

も
勘
案
し
て
、
西
有
穆
山
に
よ
る
著
作
と
見
て
問
題
は
無
い
よ
う
に
思
う
。

そ
し
て
、『
隠
逸
伝
』
の
明
治
期
復
刻
時
期
と
先
に
挙
げ
た
書
誌
情
報
（
特

に
書
写
時
期
）、
ま
た
ル
タ
ー
伝
の
日
本
社
会
へ
の
浸
透
な
ど
を
考
慮
し
、

明
治
二
一
〜
二
八
年
の
間
に
成
立
し
た
と
限
定
で
き
よ
う
。

　

後
は
、
本
書
成
立
の
時
代
に
、
曹
洞
宗
自
体
の
妻
帯
が
ど
の
よ
う
な
状
況

で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
と
、
西
有
が
僧
侶
の
妻
帯
を
ど
こ
ま
で
批
判
し

て
い
た
の
か
を
検
討
し
た
い
。



─ 　  ─

有
安
道
人
『
弾
僧
侶
妻
帯
論
』
と
有
安
老
人
『
対
客
一
話
』
に
つ
い
て

9

124

四
、
明
治
時
代
前
期
曹
洞
宗
に
お
け
る

「
肉
食
妻
帯
令
」
へ
の
対
応
に
つ
い
て

　

既
に
関
連
す
る
先
行
研
）
22
（

究
が
見
ら
れ
る
た
め
、
そ
れ
ら
を
受
け
つ
つ
検
討

し
て
み
た
い
。
改
め
て
、
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
四
月
二
五
日
の
「
太
政

官
布
告
」
第
一
三
三
号
に
お
い
て
、「
自
今
僧
侶
肉
食
妻
帯
蓄
髪
等
可
為
勝

手
事　

但
法
用
ノ
外
ハ
人
民
一
般
ノ
服
ヲ
着
用
不
苦
候
事
」
と
し
た
。
通
称

「
肉
食
妻
帯
令
」
の
公
布
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
僧
侶
が
肉
食
し
結
婚
す
る

こ
と
が
認
め
ら
れ
、
剃
髪
し
な
く
て
も
よ
く
、
法
務
以
外
の
用
件
に
お
い
て

は
私
服
を
着
用
し
て
も
良
い
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
前
項
で
確
認
し
た
『
対

客
一
話
』
前
半
第
二
問
は
、
こ
の
後
者
の
点
を
論
じ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と

が
理
解
出
来
よ
う
。
な
お
、
関
連
す
る
布
告
は
こ
の
後
も
続
き
、
結
果
と
し

て
出
家
者
の
立
場
を
否
定
し
、
在
家
者
と
同
じ
よ
う
に
戸
籍
に
組
み
入
れ
る

こ
と
を
目
指
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
こ
で
当
時
の
曹
洞
宗
で
は
、
同
年
六
月
二
日
に
両
大
本
山
貫
首
が
全
一

二
項
目
か
ら
な
る
「
教
導
職
須
知
）
23
（

畧
」
を
宗
派
巡
回
教
導
職
向
け
に
示
し
、

特
に
第
一
一
項
目
で
仏
戒
護
持
を
示
す
こ
と
で
、
実
質
的
に
先
の
布
告
に
対

す
る
対
応
を
求
め
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
続
い
て
同
月
五
日
に
は
、
全
国
末

派
寺
院
向
け
に
「
肉
食
妻
帯
勝
手
ノ
布
告
ニ
付
諭
達
」
を
出
し
て
、
布
告
の

意
味
を
取
り
違
え
な
い
よ
う
に
示
し
た
。

　
　
　

自
今
、
僧
侶
肉
食
妻
帯
蓄
髪
等
可
為
勝
手
の
後
布
告
有
之
に
付
、
事

情
不
明
之
族
、
旨
意
取
違
驚
愕
致
候
て
は
不
都
合
の
儀
に
候
。
略
し
て

弁
じ
て
示
す
こ
と
左
の
如
し
。

　
　
　

沙
門
の
徒
、
久
し
く
游
惰
に
流
れ
、
仏
祖
真
実
の
道
を
了
ず
る
こ
と

能
は
ず
。
陽
に
解
脱
の
形
を
票
し
、
陰
に
繋
縛
の
念
を
抱
く
者
、
十
之

八
九
は
皆
是
な
り
。

　
　
　

夫
、
宇
内
万
国
文
明
日
新
の
秋
に
膺
り
て
独
吾
が
皇
国
の
み
斯
の
流

弊
を
坐
視
す
る
に
忍
ん
や
。
然
と
雖
、
こ
れ
が
厳
規
を
立
て
て
以
て
之

を
糺
問
せ
ん
と
欲
せ
ば
、
天
下
の
僧
侶
将
に
孑
遺
な
か
ら
ん
と
す
。
於

是
一
回
寛
大
の
典
を
降
し
咸
く
其
好
む
処
に
循
は
し
め
而
後
自
然
真
偽

趣
を
異
に
し
涇
渭
判
然
た
ら
ば
、
仏
祖
の
大
道
再
び
宇
内
に
興
隆
せ
ん

こ
と
必
せ
り
。
是
れ
乃
ち
既
往
を
咎
め
ず
、
将
来
を
諫
め
僧
中
に
其
人

あ
り
や
否
や
を
撿
す
る
所
以
の
微
意
な
り
。
仏
子
そ
れ
枢
機
を
察
せ
ざ

る
べ
け
ん
や
。

　
　
　

且
夫
仏
戒
は
素
と
仏
弟
子
の
禁
に
し
て
天
下
普
率
の
律
に
非
ず
。
然

る
に
中
世
以
降
混
じ
て
王
制
の
如
く
其
犯
戒
の
僧
あ
れ
ば
、
之
を
罰
す

る
に
王
律
を
以
て
す
。
且
く
鷲
嶺
の
付
嘱
に
基
く
と
雖
、
亦
、
甚
し
き

こ
と
あ
り
。
今
や
明
令
一
た
び
降
り
、
仏
律
は
沙
門
に
委
し
て
〈
委
は

勝
手
た
る
べ
き
の
義
〉、
自
ら
是
を
厳
整
せ
し
む
。
是
の
時
に
当
て
、

仏
子
た
る
も
の
速
に
回
光
返
照
し
て
従
前
の
不
規
を
改
め
憤
発
激
励
正

法
を
護
持
し
、
国
恩
を
報
ぜ
ず
ん
ば
、
更
に
何
れ
の
日
を
か
待
ん
。
是

れ
我
等
が
龍
天
に
誓
て
末
派
の
僧
侶
に
期
望
す
る
所
以
な
り
。
若
又
自

ら
顧
て
明
に
仏
戒
を
持
し
、
仏
種
を
継
ぐ
こ
と
能
わ
ざ
る
が
如
ん
ば
、

各
自
の
好
む
処
に
任
せ
て
早
く
裁
制
せ
よ
。
濫
吹
し
て
法
門
を
汚
す
間

敷
事
。〈
以
下
）
24
（

略
〉

　

上
記
内
容
を
ま
と
め
れ
ば
、
布
告
で
「
可
為
勝
手
」
と
あ
っ
た
内
容
に
つ
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い
て
、
結
局
、
江
戸
時
代
ま
で
は
仏
制
の
上
に
王
制
を
置
い
て
、
そ
の
中
で

僧
侶
も
処
断
さ
れ
る
状
況
に
あ
っ
た
が
、
そ
の
王
制
の
縛
り
が
無
く
な
る
こ

と
を
、「
可
為
勝
手
」
と
い
う
の
で
あ
っ
て
、
好
き
勝
手
に
肉
食
・
妻
帯
・

蓄
髪
な
ど
を
し
て
良
い
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
、

全
国
の
曹
洞
宗
寺
院
・
僧
侶
に
向
け
て
発
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
、
こ
の
一
文
を
虚
心
坦
懐
に
読
め
ば
、
当
時
の
僧
侶
の
様
子
が
想

像
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
段
階
で
問
題
の
あ
る
僧
侶
が
い
た
こ
と
を
意
味

し
よ
う
。
文
中
に
「
沙
門
の
徒
、
久
し
く
游
惰
に
流
れ
」
や
、「
速
に
回
光

返
照
し
て
従
前
の
不
規
を
改
め
」
と
い
う
一
節
が
あ
る
た
め
、
布
告
が
出
て

か
ら
一
ヶ
月
が
過
ぎ
る
ま
で
に
、
問
題
を
起
こ
す
僧
侶
が
認
識
さ
れ
て
い
た

こ
と
に
な
る
と
い
え
よ
う
。
一
方
で
、
当
時
の
曹
洞
宗
の
指
導
者
層
は
僧
侶

の
持
律
に
よ
る
仏
法
興
隆
を
願
っ
て
い
た
こ
と
も
分
か
る
。「
仏
祖
真
実
の

道
を
了
ず
る
」
や
、「
仏
祖
の
大
道
再
び
宇
内
に
興
隆
せ
ん
こ
と
必
せ
り
」

と
い
う
一
節
か
ら
は
、
曹
洞
宗
僧
侶
に
自
律
的
な
仏
戒
護
持
を
願
い
、
そ
の

上
で
仏
祖
真
実
の
大
道
を
明
ら
か
に
さ
せ
よ
う
と
い
う
思
い
が
あ
っ
た
と
理

解
出
来
よ
う
。
曹
洞
宗
以
外
で
も
、
先
に
挙
げ
た
浄
土
宗
の
福
田
行
誡
は
内

務
省
に
対
し
、
諸
宗
派
の
管
長
な
ど
と
合
同
で
、
布
告
の
内
容
を
正
面
か
ら

批
判
す
る
建
白
や
僧
侶
の
弊
風
改
善
を
願
う
に
及
ん
）
25
（

だ
。

　

こ
の
後
も
曹
洞
宗
務
局
は
僧
侶
の
結
婚
を
認
め
ず
、
そ
れ
は
寺
院
に
お
け

る
男
女
の
別
を
明
ら
か
に
す
る
形
で
行
わ
れ
た
。
最
初
の
『
曹
洞
宗
宗
制
』

は
明
治
一
八
年
四
月
に
当
時
の
曹
洞
宗
管
長
・
畔
上
楳
仙
（
一
八
二
五
〜
一

九
〇
一
、
大
本
山
總
持
寺
独
住
第
二
世
）
か
ら
内
務
卿
・
松
方
正
義
に
認
可

を
求
め
た
も
の
で
あ
る
。
内
容
は
、
曹
洞
宗
務
局
に
よ
る
従
来
の
布
達
を
当

時
の
宗
務
局
総
監
・
滝
谷
琢
宗
（
一
八
三
六
〜
一
八
九
七
、
後
に
大
本
山
永

平
寺
貫
首
第
六
三
世
）
が
全
一
一
号
と
し
て
編
集
し
た
も
の
だ
が
、「
第
三

号　

曹
洞
宗
寺
法
條
記
」
を
見
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　
　

第
九
條　

寺
院
中
に
女
人
を
寄
宿
せ
し
む
可
ら
ず

　
　

行
政
上
に
は
僧
侶
の
妻
帯
を
妨
げ
ざ
る
こ
と
明
治
五
年
第
百
三
十
三
号

の
公
布
あ
れ
ど
も
、
右
は
宗
規
の
範
囲
内
に
関
係
を
及
ぼ
さ
ざ
る
こ
と

明
治
十
一
年
二
月
内
務
省
番
外
達
に
明
な
り
。
故
に
宗
規
は
依
然
僧
侶

の
妻
帯
を
禁
止
す
。
政
教
已
に
区
別
あ
り
。
他
の
干
渉
を
脱
し
て
独
立

の
機
運
に
傾
向
せ
し
以
上
は
、
奮
て
宗
規
を
恪
守
す
べ
し
。
尼
庵
に
男

子
を
寄
宿
せ
し
め
ざ
る
も
亦
同
）
26
（

じ
。

　

明
確
に
妻
帯
を
禁
止
す
る
内
容
で
、
従
来
の
布
達
や
国
か
ら
の
命
令
の
機

能
・
適
用
範
囲
を
総
括
す
る
も
の
と
い
え
る
。
し
か
も
、
当
時
徐
々
に
日
本

で
も
理
解
さ
れ
て
き
た
政
教
分
離
が
自
覚
さ
れ
、
そ
の
上
で
自
律
的
に
宗
規

を
護
持
す
る
よ
う
に
説
い
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
曹
洞
宗
で
は
大
体
ど
の

時
代
も
男
性
僧
侶
（
比
丘
）
が
圧
倒
的
に
多
く
、
女
性
僧
侶
（
比
丘
尼
）
が

少
な
い
た
め
、
表
題
に
は
「
女
人
を
寄
宿
せ
し
む
可
ら
ず
」
と
あ
る
が
、
同

條
末
尾
に
「
尼
庵
に
男
子
を
寄
宿
せ
し
め
ざ
る
」
と
い
う
一
文
が
付
記
さ
れ

て
、
女
性
僧
侶
に
も
男
性
僧
侶
同
様
の
持
律
を
求
め
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

こ
の
後
、
妻
帯
の
規
制
が
『
宗
制
』
か
ら
見
え
な
く
な
る
の
は
、
明
治
三

九
年
（
一
九
〇
六
）
の
改
正
に
よ
っ
て
で
あ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。
同
年
の

『
宗
制
』
に
は
、
先
の
「
寺
院
條
規
」
に
相
当
す
る
「
曹
洞
宗
寺
院
規
程
」

（
全
八
六
條
）
及
び
「
曹
洞
宗
僧
侶
懲
戒
法
」
が
見
え
る
が
、
こ
こ
に
男
女

の
問
題
に
つ
い
て
の
項
目
は
見
え
な
い
た
め
、
結
果
と
し
て
こ
の
頃
ま
で
に
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は
、
僧
侶
の
妻
帯
は
実
質
的
に
黙
認
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ

う
。
そ
の
間
、
明
治
二
三
年
に
曹
洞
扶
宗
会
が
示
し
た
「
曹
洞
宗
改
進

方
）
27
（

案
」
で
は
、
原
坦
山
（
一
八
一
九
〜
一
八
九
二
）
の
見
解
を
受
け
つ
つ
展

開
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
僧
侶
の
あ
り
方
を
「（
清
僧
と
し
て
の
）
弁
道

師
・（
俗
僧
と
し
て
の
）
唱
導
師
」
に
分
け
て
、
そ
の
地
位
や
晋
住
可
能
寺

院
ま
で
も
二
分
化
す
る
提
案
ま
で
行
わ
れ
た
。
宗
派
内
で
は
そ
の
後
も
僧
侶

の
結
婚
に
関
す
る
議
論
は
続
き
、
著
名
な
問
題
提
起
と
し
て
、
栗
山
泰
音

（
一
八
六
〇
〜
一
九
三
七
、
大
本
山
總
持
寺
独
住
第
八
世
）
に
よ
る
『
僧
侶

家
族
論
』（
桜
樹
下
堂
・
一
九
一
七
年
﹇
大
正
六
﹈）
で
は
僧
侶
の
結
婚
を
認

め
つ
つ
、
夫
婦
と
い
う
新
し
い
姿
で
寺
院
を
運
営
し
て
い
く
べ
き
だ
と
主
張

し
た
の
で
あ
っ
た
。

　

上
記
は
、
通
称
「
肉
食
妻
帯
令
」
と
そ
れ
に
対
す
る
曹
洞
宗
の
行
政
機
関

に
よ
る
対
応
の
、
ご
く
一
部
を
採
り
上
げ
た
の
み
で
あ
る
が
、
こ
の
時
代
に

西
有
は
僧
侶
の
弊
風
を
歎
き
、
戒
律
護
持
を
訴
え
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
著

作
と
し
て
は
、『
弾
僧
侶
妻
帯
論
』・「
第
二
説
夢
編
」
そ
し
て
『
対
客
一

話
』
を
見
た
が
、
他
に
も
『
明
教
新
誌
』
第
一
五
〇
号
（
明
治
八
年
八
月
一

一
日
）
に
宮
城
県
僧
侶
へ
の
説
示
と
し
て
、
蓄
髪
・
俗
服
・
肉
食
・
妻
帯
の

全
て
を
否
定
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
）
28
（

る
。

五
、
西
有
穆
山
と
大
内
青
巒

　

本
論
の
結
論
に
代
え
て
、
今
一
つ
、
僧
侶
の
結
婚
に
対
す
る
西
有
の
見
解

を
採
り
上
げ
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
、「
與
青
巒
居
士
書
（
青
巒
居
士
に
与

う
る
）
29
（

書
）」
と
呼
ば
れ
る
書
簡
で
、
西
有
の
語
録
の
末
尾
に
収
録
さ
れ
て
い

る
。
内
容
は
、
西
有
が
自
ら
組
織
し
た
敲
唱
会
会
長
と
し
て
大
内
青
巒
（
一

八
四
五
〜
一
九
一
）
30
（

八
）
宛
に
送
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
書
簡
で
西
有

は
、
青
巒
の
こ
と
を
明
道
協
会
の
幹
事
と
呼
ん
で
い
る
。
明
道
協
会
と
は
元

長
州
藩
の
奇
兵
隊
士
で
旧
帝
国
陸
軍
中
将
で
あ
っ
た
鳥
尾
小
弥
太
（
一
八
四

八
〜
一
九
〇
五
）
が
、
護
国
協
会
を
改
名
し
て
明
治
一
七
年
一
月
に
設
立
し

た
、
通
仏
教
の
組
織
で
あ
る
。
同
協
会
が
刊
行
し
た
『
明
道
協
会
総
則
』
や

鳥
尾
自
身
が
述
し
た
『
明
道
協
会
要
領
解
説
』
に
は
「
護
国
大
意
を
も
っ
て

創
設
の
義
と
す
る
・
仏
法
を
宗
と
し
て
天
下
の
善
術
を
集
め
る
・
安
心
立
命

は
各
自
信
じ
る
と
こ
ろ
の
宗
義
に
任
せ
る
・
四
恩
に
報
答
す
る
こ
と
が
実
践

の
要
旨
で
あ
る
・
各
会
員
は
身
命
を
捨
て
て
正
法
に
帰
す
る
」（
筆
者
に
よ

る
要
約
）
と
い
う
「
要
領
五
則
」
が
掲
げ
ら
れ
た
。
更
に
諸
規
則
と
し
て

「
通
則
」「
内
則
」「
福
田
衆
規
則
」
の
三
つ
が
制
定
さ
れ
て
い
る
が
、
人
天

の
模
範
に
な
る
よ
う
な
尊
宿
を
同
協
会
の
導
師
に
す
る
こ
と
や
、
戒
定
慧
の

三
学
研
鑽
に
優
れ
た
人
を
求
め
る
な
ど
し
、
特
に
慈
雲
尊
者
飲
光
（
一
七
一

八
〜
一
八
〇
五
）
の
『
十
善
法
語
』
を
方
針
に
す
る
こ
と
を
明
記
し
た
。
そ

の
た
め
に
同
協
会
で
は
『
十
善
法
語
』
を
明
治
一
七
年
八
月
に
発
行
し
て
、

敷
衍
を
図
る
に
至
っ
た
。
そ
こ
で
、
同
協
会
の
活
動
を
評
価
し
た
西
有
は
、

幹
事
た
る
青
巒
に
対
し
、
以
下
の
よ
う
な
言
葉
を
贈
っ
て
激
励
し
た
の
で

あ
っ
た
。

　
　

志
士
誓
約
し
て
明
道
協
会
を
設
立
し
て
、
将
に
僧
尼
令
を
発
し
て
噉

肉
・
畜
妻
を
厳
禁
せ
ん
と
欲
す
る
べ
し
。
而
し
て
足
下
、
自
ず
か
ら
其

の
幹
事
為
り
。
果
然
と
し
て
足
下
、
幹
す
る
所
の
明
道
協
会
の
主
旨
を

貫
徹
し
、
将
来
の
僧
侶
の
噉
肉
・
畜
妻
、
地
を
掃
い
て
蕩
尽
す
れ
ば
、
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亦
た
快
な
ら
ざ
ら
ん
）
31
（

や
。

　

つ
ま
り
、
同
協
会
が
持
戒
を
求
め
る
団
体
で
あ
る
と
見
做
し
て
、
そ
の
主

旨
の
貫
徹
を
願
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
道
心
篤
く
持
律
堅
固
な
る
出
世
間
の
仏

道
者
育
成
を
願
っ
た
と
評
価
さ
れ
る
敲
唱
）
32
（

会
の
会
長
た
る
西
有
に
と
っ
て
、

同
協
会
に
つ
い
て
は
同
志
を
得
た
よ
う
な
気
分
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

青
巒
が
こ
の
西
有
の
激
励
を
ど
う
受
け
止
め
た
か
は
不
明
だ
が
、
青
巒
は
福

田
行
誡
の
薫
陶
を
受
け
た
人
と
も
さ
れ
る
か
ら
、
仏
教
界
の
革
弊
を
願
っ
た

も
の
だ
と
思
い
た
い
。
今
後
、
青
巒
の
戒
思
想
に
つ
い
て
は
何
ら
か
の
形
で

発
表
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

　

本
論
は
、
二
〇
一
八
年
中
に
一
度
ま
と
め
た
が
、
入
稿
す
る
前
の
段
階

で
、
伊
藤
勝
司
編
著
『
西
有
穆
山
と
い
う
生
き
方
』
が
二
〇
一
九
年
一
月
に

刊
行
さ
れ
る
こ
と
を
知
っ
た
た
め
、
同
書
の
見
解
を
待
っ
て
か
ら
書
き
改
め

た
も
の
で
あ
る
。
当
初
は
、『
弾
僧
侶
妻
帯
論
』
そ
の
も
の
が
西
有
の
著
作

で
あ
る
か
否
か
を
思
想
的
に
定
め
よ
う
と
思
っ
て
い
た
が
、
伊
藤
氏
の
著
作

で
明
確
に
解
明
さ
れ
て
い
た
た
め
、
新
出
資
料
で
あ
る
『
対
客
一
話
』
の
解

題
を
中
心
に
、
同
著
が
西
有
の
著
作
と
し
て
判
断
可
能
か
を
検
討
す
る
に
留

め
た
。

註
記

（
１
）  

古
田
紹
欽
「『
弾
僧
侶
妻
帯
論
』
解
題
」（『
明
治
仏
教
思
想
資
料
集
成
』
第
六

巻
）
を
参
照
し
た
。

（
２
）  Richard Jaffe

「M
eyji Religious Policy, SotoZen, and the Clerical 

M
arriage Problem

」（『Japanese Journal of Religious Studies

』
二
五
・

一
九
九
八
年
）
で
は
、
明
ら
か
に
有
安
道
人
を
西
有
の
ペ
ン
ネ
ー
ム
と
し
て
指
摘

し
て
い
る
（
同
誌
五
九
頁
脚
註
）。

（
３
）  

『
弾
僧
侶
妻
帯
論
』
の
末
尾
に
、「
吾
常
ニ
佛
法
ノ
頽
廢
ヲ
憂
ル
ニ
依
テ
終
ニ
國

家
ヲ
憂
ル
ニ
至
リ
慨
然
ト
シ
テ
寝
食
ヲ
忘
テ
獨
リ
空
ク
長
歎
息
ス
ル
ノ
ミ
或
人
默

シ
テ
退
ク
予
モ
亦
眠
ニ
就
ク
奇
ナ
ル
哉
一
夢
ヲ
感
セ
リ
説
夢
ヲ
以
テ
後
篇
ト
ナ
ス

ヘ
シ
因
テ
且
ク
筆
ヲ
閣
ク
」（
六
丁
裏
）
と
あ
っ
て
、
前
編
部
分
の
問
答
が
記
録

し
終
わ
っ
た
段
階
で
、
既
に
後
編
の
構
想
な
ど
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
た
め
、
そ

れ
ほ
ど
時
を
置
か
ず
に
書
か
れ
た
も
の
と
い
う
推
定
を
行
っ
た
。

（
４
）  

前
出
註
記（
１
）
の
古
田
に
よ
る
解
題
の
指
摘
を
参
照
し
た
。

（
５
）  

『
西
有
穆
山
と
い
う
生
き
方
』
二
六
三
頁
参
照
。

（
６
）  

参
照
し
た
『
正
法
眼
蔵
開
講
備
忘
』
は
、
長
野
県
山
ノ
内
町
興
隆
寺
所
蔵
本

（
旧
蔵
者
は
大
本
山
總
持
寺
独
住
第
二
世
・
畔
上
楳
仙
）
で
あ
り
、
表
紙
と
冒
頭

に
そ
れ
ぞ
れ
「
有
安
老
人
口
演
」
と
あ
る
。

（
７
）  

『
弾
僧
侶
妻
帯
論
』
一
丁
表

（
８
）  

『
弾
僧
侶
妻
帯
論
』
五
丁
裏

（
９
）  

「
聖
道
門
」
は
「
浄
土
門
」
と
対
応
す
る
言
葉
と
し
て
、
主
と
し
て
浄
土
教
系

で
用
い
ら
れ
た
。「
聖
道
門
」
と
は
い
わ
ば
、
自
ら
の
能
力
や
、
持
戒
を
含
め
た

修
行
の
功
徳
を
頼
り
に
仏
道
の
目
的
を
達
す
る
僧
侶
の
こ
と
で
あ
る
。「
浄
土

門
」
は
、
そ
れ
ら
を
諦
め
て
阿
弥
陀
仏
の
本
願
に
帰
依
す
る
た
め
、
両
者
は
明
ら

か
な
相
違
が
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
日
本
の
浄
土
宗
開
祖
で
あ
る
法
然
（
一
一
三

三
〜
一
二
一
二
）
は
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
冒
頭
で
、
中
国
浄
土
教
の
道
綽
（
五

六
二
〜
六
四
五
）
が
『
安
楽
集
』
に
お
い
て
、「
聖
道
・
浄
土
の
二
門
を
立
て

て
、
聖
道
を
捨
て
て
ま
さ
し
く
浄
土
に
帰
す
る
」
態
度
で
あ
っ
た
こ
と
を
承
け
つ

つ
、
自
ら
浄
土
門
と
し
て
判
釈
を
進
め
る
旨
明
記
し
て
い
る
。
類
似
し
た
分
類
に

「
自
力
門
・
他
力
門
」
な
ど
が
あ
る
。

（
10
）  

「
第
二
説
夢
編
」
六
丁
裏
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（
11
）  

「
第
二
説
夢
編
」
一
丁
表
〜
裏

（
12
）  

「
第
二
説
夢
編
」
一
丁
裏

（
13
）  

「
第
二
説
夢
編
」
二
丁
表

（
14
）  
「
第
二
説
夢
編
」
二
丁
表
〜
裏

（
15
）  
『
西
有
穆
山
と
い
う
生
き
方
』
二
六
三
〜
二
六
五
頁
参
照
。

（
16
）  

『
対
客
一
話
』
一
丁
表
〜
裏

（
17
）  

『
対
客
一
話
』
二
丁
表

（
18
）  

徳
善
義
和
「
日
本
に
お
け
る
ル
タ
ー
研
究
」（
日
本
基
督
教
学
会
編
『
日
本
の

神
学
』
一
九
六
七
巻
六
号
所
収
）
を
参
照
し
た
。

（
19
）  

『
対
客
一
話
』
五
丁
裏
、『
全
集
』
第
二
巻
・
一
六
五
〜
一
六
六
頁

（
20
）  

『
全
集
』
第
二
巻
・
一
六
六
頁
頭
註
を
参
照
す
る
と
、『
法
華
経
』
に
関
連
す
る

文
脈
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
る
も
の
の
、
詳
細
は
不
明
。

（
21
）  

『
対
客
一
話
』
六
丁
裏

（
22
）  

特
に
川
口
高
風
「
政
府
に
よ
る
僧
侶
の
世
俗
化
」、『
明
治
前
期
曹
洞
宗
の
研

究
』
第
五
章
第
六
節
（
二
三
六
〜
二
五
〇
頁
）
を
参
照
し
た
。

（
23
）  

『
明
治
五
年
曹
洞
宗
両
本
山
布
達
全
書
』
三
丁
裏
〜
四
丁
表

（
24
）  

『
明
治
五
年
曹
洞
宗
両
本
山
布
達
全
書
』
四
丁
裏
〜
五
丁
表

（
25
）  

「
建
白
並
垂
訓
」
及
び
「
僧
風
釐
整
の
建
言
」、『
行
誡
上
人
全
集
』
五
〇
八
〜

五
一
五
頁

（
26
）  

『
明
治
十
八
年
曹
洞
宗
務
局
普
達
全
書
』
五
二
丁
表
〜
裏

（
27
）  

『
曹
洞
扶
宗
会
雑
誌
』
第
二
五
号
（
明
治
二
三
年
一
〇
月
発
行
）
に
掲
載
さ
れ

た
全
文
を
参
照
し
た
。
原
坦
山
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
川
口
「
政
府
に
よ
る
僧
侶

の
世
俗
化
」
を
参
照
。

（
28
）  

川
口
「
政
府
に
よ
る
僧
侶
の
世
俗
化
」
を
参
照
。

（
29
）  

『
直
心
淨
國
禅
師
語
録
』
巻
十
、
第
四
冊
一
一
八
丁
裏
〜
一
一
九
丁
表

（
30
）  

大
内
青
巒
に
関
す
る
事
績
や
先
行
研
究
は
菅
原
研
州
「
大
内
青
巒
居
士
の
禅
思

想
」（『
東
海
仏
教
』
第
六
一
輯
・
二
〇
一
六
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
31
）  

『
直
心
淨
國
禅
師
語
録
』
巻
十
、
第
四
冊
一
一
九
丁
表
、
訓
読
は
筆
者
。

（
32
）  

川
口
高
風
「
敲
唱
会
の
結
成
」、『
明
治
前
期
曹
洞
宗
の
研
究
』
第
七
章
第
五
節

（
三
三
八
〜
三
四
三
頁
）
を
参
照
し
た
。

参
考
資
料

・
有
安
道
人
『
弾
僧
侶
妻
帯
論
』（
成
文
社
・
明
治
一
二
年
）
に
つ
い
て
、
本
論
で
は

「
第
二
説
夢
編
」
も
合
冊
さ
れ
た
本
学
図
書
館
情
報
セ
ン
タ
ー
所
蔵
・
禅
研
究
所
配

架
本
（
請
求
番
号188.8/01415

、
た
だ
し
検
索
サ
ー
ビ
ス
で
は
『
禅0

僧
侶
妻
帯
論
』

と
表
記
し
て
い
る
た
め
注
意
が
必
要
）
を
参
照
し
た
。
字
体
か
ら
活
字
版
と
し
て
印

刷
さ
れ
て
い
る
が
、
頁
数
の
数
え
方
は
和
書
袋
綴
版
の
方
法
に
準
じ
て
い
る
た
め
、

本
論
で
も
そ
れ
に
倣
っ
た
。
ま
た
、
明
治
仏
教
思
想
資
料
集
成
編
集
委
員
会
編
『
明

治
仏
教
思
想
資
料
集
成
』（
同
朋
舎
出
版
・
一
九
八
二
年
）
の
第
六
巻
に
は
、
前
編

の
み
翻
刻
収
録
さ
れ
古
田
紹
欽
が
解
題
し
て
い
る
。
解
題
で
は
、
後
編
の
執
筆
を
示

唆
し
て
い
る
と
指
摘
し
つ
つ
、
そ
の
刊
行
に
つ
い
て
は
定
か
で
は
な
い
と
し
て
い

る
。
し
か
し
、
本
学
所
蔵
本
は
後
編
も
完
備
し
て
お
り
、
解
題
等
は
本
文
で
示
す
通

り
で
あ
る
。
ま
た
、
本
論
後
半
で
採
り
上
げ
た
筆
者
蔵
『
対
客
一
話
』
は
、
更
に
そ

の
続
編
に
位
置
付
け
ら
れ
よ
う
。

・『
明
治
五
年
曹
洞
宗
両
本
山
布
達
全
書
』（
曹
洞
宗
両
本
山
・
一
八
七
二
年
）
及
び

『
明
治
十
八
年
曹
洞
宗
務
局
普
達
全
書
』（
曹
洞
宗
務
局
・
一
八
八
五
年
）
を
参
照
し

た
。
引
用
に
際
し
て
は
カ
ナ
を
か
な
に
し
、
適
宜
句
読
点
を
付
す
な
ど
見
易
く
改
め

た
。

・
明
道
協
会
編
『
明
道
協
会
総
則
』
明
道
協
会
・
一
八
八
五
年

・
鳥
尾
小
弥
太
述
『
明
道
協
会
要
領
解
説
』
加
藤
万
作
・
一
八
八
五
年

・
福
田
行
誡
『
行
誡
上
人
全
集
』
仏
教
学
会
・
一
九
〇
五
年

・
西
有
穆
山
著
・
岸
澤
惟
安
編
纂
『
直
心
淨
國
禅
師
語
録
』（
全
四
冊
・
全
一
〇
巻
）



─ 　  ─

愛
知
学
院
大
学　

教
養
部
紀
要　

第
66
巻
第
２
・
３
合
併
号

14

119

鴻
盟
社
・
一
九
二
六
年

・
岸
澤
惟
安
『
先
師
西
有
穆
山
和
尚
』
道
元
禅
師
讃
仰
会
刊
行
部
・
一
九
三
八
年

・
川
口
高
風
『
明
治
前
期
曹
洞
宗
の
研
究
』
法
藏
館
・
二
〇
〇
二
年

・
西
有
穆
山
禅
師
顕
彰
会
編
『
西
有
穆
山
禪
師
│
│
没
後
百
年
を
迎
え
て
』
西
有
穆
山

禅
師
顕
彰
会
・
二
〇
〇
九
年

・
伊
藤
勝
司
編
著
・
西
有
穆
山
禅
師
顕
彰
会
協
力
『
西
有
穆
山
と
い
う
生
き
方
』
大
法

輪
閣
・
二
〇
一
九
年
一
月

・
春
秋
社
『
道
元
禅
師
全
集
』
全
七
巻
、
引
用
等
を
行
う
場
合
に
は
『
全
集
』
第
○

巻
・
○
○
頁
と
略
記
し
た
。

【
翻
刻
資
料
】

『
対
客
一
話
』

※
凡
例

・
当
資
料
は
、
筆
者
蔵
『
対
客
一
話
』
全
編
を
翻
刻
し
た
も
の
で
あ
る
。

・
翻
刻
時
の
行
数
・
字
数
な
ど
は
原
典
に
従
っ
た
。
丁
数
は
数
字
と
表
裏
の

表
記
の
み
で
略
記
し
た
。

・
字
体
は
概
ね
原
典
に
従
っ
た
が
、
類
似
の
字
体
表
記
の
場
合
も
あ
る
。

・
原
典
で
指
摘
す
る
書
き
損
じ
の
訂
正
は
、
場
所
を
下
段
に
移
動
し
て
掲
載

し
た
。

・
翻
刻
時
に
留
意
さ
れ
た
点
や
、
出
典
を
検
討
し
た
引
用
文
・
語
句
に
つ
い

て
は
末
尾
に
註
記
を
付
し
た
。

・
現
代
の
人
権
重
視
の
観
点
か
ら
は
、
一
部
差
別
的
と
思
え
る
文
脈
や
用
語

も
散
見
さ
れ
る
が
、
当
時
の
資
料
の
再
現
を
企
図
し
、
そ
の
ま
ま
翻
刻
し

た
。
取
り
扱
い
に
は
注
意
さ
れ
た
い
。

【
表
紙
】

對
客
一
話　
　

全

【
１
オ
】

　
　
　
　
　

對
客
一
話

或
）
1
（

僧
云
ク
吾
宗
祖
道
元
禅
師
ヲ
㎜
若
シ
此
ノ
開
化
文
明
ノ
丗
ニ
在
ラ
シ
メ
ハ

争
テ
カ
敢
テ
越
ノ
深
山
瀲
谷
ニ
隠
レ
サ
セ
玉
フ
コ
ト
ア
ラ
ン
ヤ
必
ス
東
京
ニ
在
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テ
事
ヲ
執
リ
百
計
千
謀
為
宗
門
尽
力
ス
ベ
シ
ト
是
レ
髙
祖
ノ
道
徳
ヲ
ハ

夢
ニ
タ
モ
不
知
浅
智
俗
情
髙
祖
ヲ
賛
ス
ル
カ
如
ク
ニ
シ
テ
髙
祖
ヲ
誘
ス
ル
ノ

甚
シ
キ
無
間
獄
ノ
大
罪
人
）
2
（
也
」
夫
髙
祖
ノ
越
山
ニ
隠
韜
セ
ラ
ル
時
ヲ
史

乘
ニ
徴
㎜
微
細
ニ
観
察
セ
ヨ
天
台
真
言
稍

衰
ヘ
ン
ト
ス
浄
土
日
蓮
真
宗

正
ニ
興
ラ
ン
ト
欲
ス
其
時
ニ
當
テ
髙
祖
宋
ヨ
リ
帰
リ
玉
フ
縉
紳
武
将
竸

テ
帰
依
ス
他
宗
他

ノ
僧
僧
或
ハ
参
シ
或
ハ
改
宗
シ
テ
弟
子
ト
ナ
ル
ナ
リ
而
㎜

今
丗
ノ
開
化
ノ
動
揺
ト
一
宗
開
闢
ノ
時
機
ト
何
レ
カ
重
ク
何
レ
カ
軽
キ
ヤ
然
ル
ニ

其
時
枕
ヲ
居
ト
セ
ス
已
ニ
開
キ
シ

聖
寺
ヲ
モ
顧
ミ
ス
其
心
ノ
皎
潔
タ
ル
コ
ト

如
秋
月
髙
祖
宗
旨
ヲ
開
ク
ニ
意
無
フ
㎜
其
子
孫
ニ
至
テ
自
ラ
開
ル
モ
ノ

【
１
ウ
】

ハ
吾
曹
洞
宗
ニ
ア
ラ
ス
ヤ
故
ニ
開
宗
ノ
事
ヲ
朝
廷
ヘ
願
ハ
ス
シ
テ
曰
ク
何
ノ
国
土

カ
佛
土
ニ
ア
ラ
サ
ル
何
ノ
帝
王
カ
佛
敕
ヲ
受
ケ
サ
ル
ト
古
人
云
昔
日
若
シ
永

平
道
元
禅
师
ヲ
㎜
西
京
ニ
留
ラ
シ
メ
ハ
五
山
十
刹
ハ
必
ス
曹
洞
宗
ナ

ラ
ン
ト
又
謙
（
原
文
マ
マ
）倉
北
條
氏
建
長
寺
ヲ
創
（
原
文
マ
マ
）
草
シ
テ
開
祖
ニ
請
ス
ル
ヲ
モ
受
ケ
ザ

ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ 

寄
附
地
ノ
証
書
ヲ
持
シ
来
ル
狭
ノ
玄
明
首
座
ヲ
罸
ス
ル
コ
ト

七
生
更
ニ
彼
レ
ノ

坐
牀
下
ノ
圡
ヲ
除
去
ス
ル
コ
ト
七
尺
彼
レ
ヲ
誡
ニ
曰
ク
汝
名

利
ノ
念
八
識
心
田
ニ
入
ル
コ
ト
油
ノ
麺
ニ
入
ル
カ
如
ク
萬
劫
ニ
モ
除
キ
カ
タ
シ

ト
若
シ
此
時
ニ
於
テ
髙
祖
鎌カ

マ

倉
ニ
留
ラ
ハ
鎌
倉
ノ
五
山
モ
敢
テ

済
宗

ニ
譲
ル
ベ
カ
ラ
ス
且
ツ
参
内
セ
ス
紫
衣
徽
号
ヲ
受
ケ
ザ
ル
コ
ト
汝
法
孫
ト

㎜
此
事
ア
ル
コ
ト
ヲ
知
ラ
ス
ヤ
深
草
ノ
元
政
他
宗
ト
埋
㎞
髙
祖
ノ
道
徳

ヲ
知
ル
カ
如
シ
僧
ノ
隠
逸
伝
ヲ
編
ス
ル
ニ
及
ン
テ
第
一
頭
ニ
㞮
セ
リ
開
宗

競
争
ノ
時
ス
ラ
京
都
ニ
居
ル
㎎
ヲ
欲
セ
ス
已
ニ
建
立
ス
ル
狭
興
聖
寺
ヲ

捨
テ
不
顧
忌
名
利
如
蝎
蛇
背
敕
意
紫
衣
徽
号
ヲ
不
受

【
２
オ
】

如
此
脱
塵
清
潔
髙
唱
不
羈
ノ
髙
祖
ニ
㎜
縦
令
今
日
ノ
開
明
ニ
処
セ

ル
モ
汝
等
想
像
ノ
如
ク
豈
ニ
東
京
ニ
留
在
ス
ル
ノ
狭
行
ア
ラ
ン
ヤ
今
日
諸

宗
ノ
道
徳
僧
ト
称
ス
ル
モ
ノ
ス
ラ
官
ニ
奔
走
シ
事
務
ニ
區

ト
㎜
東
京

ニ
留
在
ス
ル
コ
ト
ヲ
欲
セ
サ
ル
ニ
ア
ラ
ス
ヤ
況
ン
ヤ
吾
宗
祖
ニ
於
テ
ヲ
ヤ
汝
髙

祖
行
状
記
ヲ
拜
閲
ス
ル
モ
眼
ナ
シ
道
心
ナ
シ
空
ク
其
門
下
ニ
衣
食
シ

法
賊
ト
謂
ツ
ベ
シ　

）
3
（

又
或
僧
云
ク
俗
服
蓄
髪
肉
食
セ
サ
レ
ハ
開
化
文

明
ノ
丗
人
ト
交
際
シ
カ
タ
シ
ト
是
又
惑
ヘ
ル
ノ
甚
シ
キ
モ
ノ
也
開
化
文

明
ノ
丗
人
ト
ハ
誰
ソ
諸
本
山
継
目
参
内
内
務
省
社
寺
局
往
来
ハ
法

服
ナ
ル
ニ
ア
ラ
ス
ヤ
法
用
ハ
無
論
檀
家
信
徒
ニ
於
テ
法
服
ヲ
忌
ム
理
ア
ラ

ン
ヤ
何
ノ
交
際
ニ
障
ル
ヤ
若
シ
方
袍
圓
頂
ヲ
嫌
フ
人
ニ
ハ
交
際
セ
サ
ル
モ
亦

適
ナ
ル
ベ
シ
元
僧
侶
ナ
ル
カ
ユ
ヘ
ニ
僧
形
持
戒
ヲ
嫌
フ
ノ
人
ハ
三
寶
帰
依

ノ
人
ニ
ア
ラ
サ
ル
ベ
シ
交
際
ス
ル
モ
何
ノ
益
カ
ア
ラ
ン
ヤ
可
知
汝
カ
狭
謂
交

際
ハ
夛
ク
是
婬
房
酒
肆
花
街
柳
巷
ノ
交
際
ナ
ル
ベ
シ
自
ラ
己
レ
ノ

【
２
ウ
】

不
品
行
ヲ
吐
ク
ニ
似
タ
リ
汝
僧
侶
ト
㎜
袈
裟
ノ
功
徳
ヲ
知
ラ
ス
一
夜
モ
袈

裟
ヲ
離
ル
ヽ
㎡
ハ
离
（
原
文
マ
マ
）衣
宿
ノ
過
ア
リ
ト
況
ン
ヤ
汝
出
家
以
来
ノ
衣
食

住
ハ
勿
論
一
莖
華
一
葉
ノ
紙
ニ
至
ル
マ
テ
皆
是
レ
佛
戒
佛
袈
裟
円

頂
方
袍
ノ
功
徳
ニ
ア
ラ
サ
ル
コ
ト
ナ
シ
然
ラ
ハ
則
チ
佛
形
佛
相
ヲ
保
護
㎜

日
夜
寝
食
ニ
換
ハ
テ
モ
住
持
三
宝
ヲ
圖
ル
ベ
キ
ニ
口
ヲ
文
明
ニ
借
レ
テ

只
肉
體
ヲ
愛
シ
煩
惱
ヲ
養
ヒ
無
明
ヲ
長
セ
シ
メ
因
果
ヲ
昧
シ
未
来

ヲ
恐
レ
ス
仸
祖
ノ
恩
ヲ
簷
空
ク
信
施
ヲ
費
シ
悪
風
ヲ
他
ノ
少
年
輩

ニ
流
シ
テ
自
ラ
誤
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
他
ヲ
㎜
誤
ラ
シ
ム
是
レ
宗
門
ノ
外
道
々
徳
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ノ
罪
人
ニ
㎜
斬
首
ヲ
啻
ナ
ラ
）
4
（

ズ
大
論
云
説
㍾性
則
為
㍼説
相　ト
㍽説
㍾相
則

為
㍼説
性
㍽譬
如
∮説
㍼火
性
即
是
熱
相　ト
㍽説　ハ
㍼熱
相　ヲ
㍽即　チ
是　レ
火
㍾性　ナ
㍽ル
カ

又

云
如
∮釈
子　ノ
受
∫持　ス
ル
カ

禁
戒　ヲ
㊧是　レ
其　ノ
性　ナ
リ

剃
髮
割
截
染
衣
是　レ
其　ノ
相　ニ

如
㍼火　ノ
熱　ノ
㍽是　レ
其
性　ニ
煙　ハ
是　レ
其
相○

ナ
リ

近　ヲ
為
㍾性　ト
遠　ヲ
為
㍾相　ヲ
云　

　

云
是
レ
水　
　
　
　
　

相○

ノ
相
ニ
煙
ナ
ク
俗
ノ
相
ニ
剃
髪
染
衣
ナ
キ
カ
如
シ
又
水
性
ニ
熱
ナ
ク
俗
ノ

【
３
オ
】

性
ニ
受
持
禁
戒
ナ
キ
カ
如
シ
豈
ニ
俗
相
ヲ
好
ム
モ
ノ
ニ
僧
ノ
性
ア
ル
ベ
ケ
ン
ヤ

豈
ニ
僧
ノ
性
ア
ル
モ
ノ
ニ
㎜
俗
相
ヲ
好
ム
ヘ
ケ
ン
ヤ
是
故
ニ
内
外
性
相
言
行

ヲ
以
テ
人
ヲ
鑑
ル
ト
キ
ハ
鏡
ニ
物
を

ス
カ
如
シ
内
ニ
ア
ル
モ
ノ
ハ
必
ス
外
ニ

ア
ラ
ハ
ル
豈
ニ
隠
ス
コ
ト
ヲ
得
ン
ヤ
是
所
）
5
（

謂
莫
㍾見　ル
タ
ル
ハ

乎
隠　レ
㍽タ
ル
ヨ
リ

莫
㍾顕　ナ
㍼ル
ハ

乎
微　ナ
㍽ル
ヨ
リ 

故　ニ
君
子　ハ
愼　ム
㍼其
獨　ヲ
㍽也
ト
於

乎
應
知
一
言
一
行
ミ
ナ
是
レ
己
レ
ノ
本
心
本

性
ヲ
ア
ラ
ハ
ス
豈
ニ
慎
マ
ザ
ル
ベ
ケ
ン
ヤ
彼
等
口
実
ニ
云
ク
旧
習
頑
愚
ノ
田

舎
僧
ハ
表
ニ
方
袍
円
頂
ヲ
標
ス
ル
モ
内
ニ
ハ
肉
食
犯
婬
忌
ム
狭
ト
シ
外

相
何
ン
ゾ
是
ト
ス
ル
ニ
足
ラ
ン
ヤ
ト
汝
シ
カ
ラ
バ
表
ニ
俗
相
ヲ
好
ム
モ
内
ニ
禁
戒

ヲ
持
ツ
ヤ
否
ヤ
不
持
ス
ト
必
セ
リ
汝
俗
相
ヲ
好
ム
モ
ノ
ハ
元
ト
破
戒
ヲ
縦
マ

ニ
セ
ン
ト
欲
ス
ル
ヨ
リ
起
ル
ナ
ル
ベ
シ
決
㎜
内
ニ
戒
ヲ
持
テ
表
ニ
俗
相
ヲ
標
ス
ル
ノ

ミ
ニ
ア
ラ
サ
ル
ベ
シ
然
レ
㎞
一
歩
許
㎜
汝
ヲ
以
テ
表
ニ
俗
相
ヲ
標
㎜
内
ニ
ハ
持
戒

不
犯
ト
ス
ル
モ
内
ニ
戒
ヲ
犯
シ
テ
表
ニ
僧
形
ヲ
守
ル
ノ
田
舎
僧
ト
五
十
歩

百
歩
ノ
論
也
汝
モ
亦
一
是
一
非
彼
モ
亦
是
一
非
ノ
ミ
汝

カ
ニ
學
才

【
３
ウ
】

ア
ツ
テ
文
明
ノ
時
機
ヲ
知
ル
ノ
面
目
ヲ
粧
ト
埋
モ
佛
恩
ヲ
知
ラ
ス
佛
衣

ノ
功
徳
ヲ
知
ラ
ス
僧
形
ハ
㞮
離
ノ
標
幟
タ
ル
ヲ
知
ラ
ス
信
施
ノ
財
ニ

養
育
セ
ラ
レ
其
功
徳
ニ
報
ル
ノ
僧
形
ナ
シ
是
レ
外
相
ノ
俗
ナ
ル
ヲ
以
テ
自

然
ニ
信
者
ノ
志
ヲ
失
ヒ
是
レ
三
寶
帰
依
ノ
信
心
ヲ
壊
ル
実
ニ
獅
子

身
中
ノ
僉
ニ
㎜
付
佛
法
ノ
外
道
天
魔
波
旬
ノ
化
僧
な
り
汝
言
ハ
ン

タ
ト
ヒ
我
レ
俗
相
ナ
ル
モ
檀
徒
敢
テ
コ
レ
ヲ
キ
ラ
ハ
ス
四
事
供

ノ
施
物
ヲ
授

シ
来
ル
ト
是
レ
汝
カ
俗
相
ヲ
愛
ス
ル
ニ
非
ス
寺
ノ
慣
習
ト
人
情
ニ
止
ル
ノ
ミ
或
ハ

愚
信
ノ
野
人
ナ
ラ
ン
カ
眞
実
三
寶
帰
依
ノ
人
ト
謂
ヒ
タ
カ
シ
否
ナ
真

実
三
寶
帰
依
ノ
人
ニ
㎜
汝
カ
俗
相
ヲ
見
ザ
ル
ノ
人
ナ
ル
ベ
シ
真
実
ノ
信

者
ニ
㎜
僧
侶
ノ
俗
僧
ヲ
見
テ
信
心
ヲ
起
シ
テ
施
物
ヲ
援
ス
ル
ノ
人
ア
ラ
ン
ヤ

君
子
椣
其
本
ヲ
簷
ル
汝
何
ゾ
慚
愧
ヲ
知
ラ
ザ
ル
ヤ
汝
何
ソ

因
果
ヲ
恐
レ
ザ
ル
ヤ

或
）
6
（

僧
云
親
鸞
ハ
英
雄
ナ
リ
六
百
年
前
ニ
妻
帯
宗
ヲ
開
キ
○
マ
ル
チ

【
４
オ
】

ン
リ
ヨ
ー
サ
ハ
豪
傑
ナ
リ
三
百
年
前
ニ
妻
帯
宗
ヲ
開
ケ
リ
故
ニ
我
等
公
然

妻
帯
シ
テ
恬
ト
㎜
耻
サ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
吾
等
率
先
シ
テ
吾
清
僧
宗
ヲ
㎜

コ
ト
〳
〵
ク
妻
帯
宗
タ
ラ
シ
メ
彼
ノ
親
鸞
マ
ル
チ
ン
ニ
習
ヒ
英
雄
豪
傑
ノ

名
ヲ
後
丗
ニ
傳
ヘ
ン
ト
欲
ス
ト
其
然
リ
又

）
7
（

予
元
ヨ
リ
数
百
年
前
ノ
前

後
ヲ
觀
ル
ノ
眼
ナ
シ
ト
埋
㎞
聊
カ

ニ
考
ル
狭
ア
リ
汝
少
ク
耳
ヲ
傾
テ

聞
ケ
夫
レ
「
マ
ル
チ
ン
リ
ヨ
ー
サ
」
ハ
定
テ
豪
傑
ナ
ル
ベ
キ
カ
我
レ
洋
學
セ
サ
ル

ヲ
以
テ
其
宗
義
其
時
代
ノ
景
況
如
何
ヲ
知
ラ
ス
然
レ
㎞
羅
馬
ノ
末
法

王
暴
政
奢
侈
窮
リ
ナ
ク
随
テ
僧
侶
モ
亦
權
威
ニ
傲
リ
品
行
不
正
ヲ

以
テ
人
民
尽
ク
之
ヲ
厭
フ
其
ノ
虚
ニ
乘
㎜
異
趣
義
ヲ
主
張
㎜
身
命

ヲ
顧
ミ
ザ
ル
ハ
実
ニ
豪
傑
タ
ル
モ
ソ
レ
カ
為
メ
幾
百
万
ノ
戰
血
ヲ
濺
ク
ニ
至

ル
ハ
我
人
天
慈
父
ノ
忍
ビ
ザ
ル
狭
ナ
リ
是
レ
佛
ノ
正
法
ニ
ア
ラ
サ
ル
ノ
狭

致
ナ
リ
尚
今
日
ニ
至
テ
軋
轢
止
マ
サ
ル
所
以
也
血
子
血
孫
相
續
ス
ル



─ 　  ─

有
安
道
人
『
弾
僧
侶
妻
帯
論
』
と
有
安
老
人
『
対
客
一
話
』
に
つ
い
て

17

116

ト
キ
ハ
尽
未
来
際

止
ム
ベ
カ
ラ
ズ
然
レ
バ
則
チ
一
宗
ヲ
開
ク
ハ
一
修

【
４
ウ
】

羅
場
ヲ
開
ク
ト
可
謂
也
」

又
）
8
（

親
鸞
ノ
如
キ
ハ
何
ヲ
以
テ
英
雄
ト
云
ハ
ヽ
法
然
上
人
ハ
上
帝
王
ヨ
リ
下

萬
民
ニ
至
ル
マ
テ
天
下
ノ
瞻
仰
傾
心
水
ノ
低
キ
ニ
就
ク
カ
如
ク
実
ニ
活
如
来

ト
称
ス
ル
ニ
至
ル
其
時
ニ
於
テ
親
鸞
其
弟
子
ト
ナ
ル
タ
ト
ヒ
其
門
下
ニ

ス

ル
モ
二
三
ト
下
ラ
サ
ル
ノ
俊
邁
英
質
ヲ
以
テ
断
然
異
赴
義
ヲ
唱
ヘ
異

行
ヲ
現
シ
且
ツ
諸
宗
ノ
清
僧
帝
王
ノ
帰
依
ヲ
受
ケ
戒
師
ト
ナ
リ

國
師
ト
ナ
ル
名
譽
高
昻
威
光
赫
灼
其
時
ニ
當
テ
身
ヲ
優
婆

塞
ニ
下
リ
自
ラ
愚
禿
沙
弥
ト
称
シ
天
下
ヲ
漂
遊
シ
テ
艱
難
辛

苦
ヲ
厭
ハ
ス
愚
夫
愚
婦
ノ
教
導
ニ
孜
々
タ
ル
ハ
実
ニ
為
シ
難
キ
ノ
狭

行
ト
可
謂
也
其
操
行
ノ
結
果
ニ
依
テ
今
日
真
宗
ノ
隆
盛
諸
宗

ノ
上
ニ
㞮
ル
モ
ノ
ハ
実
ニ
羨
ム
ヘ
ク
実
ニ
）
9
（
賛
ヘ
ベ
シ
六
百
年
前
ノ
先

見
感
ス
ル
ニ
余
リ
ア
リ
実
ニ
英
雄
ト
謂
ハ
サ
ル
ヲ
得
ス
然
レ
㎞
一
歩
進

ン
テ
佛
法
ノ
大
体
ヨ
リ
之
ヲ
見
ル
ト
キ
ハ
論
破
セ
ザ
ル
ヲ
得
ス
夫
レ

【
５
オ
】

佛
一
代
ノ
狭
説
戒
定
慧
三
學
ヲ
以
テ
本
ト
セ
サ
ル
ハ
ナ
シ
梵
網
経
ハ
筺

嚴
ノ
開
経
佛
最
初
ニ
戒
ヲ
説
キ
又
入
涅
槃
ニ
至
）
10
（

リ
遺
教
経
ニ
云
波
羅

提
木
叉
ハ
汝
等
カ
大
師
ナ
リ
展
轉
㎜
行
之
如
来
法
身
常
ニ
在
㎜
不
滅

ト
）
11
（

法
筺
ニ
於
常
在
霊
鷲
山
ト
云
モ
是
之
ヲ
謂
ヒ
也
）
12
（

又
四
分
律

資
治
（
原
文
マ
マ
）記
ニ
云
佛
一
代
教
化
ノ
切
ハ
戒
過　ク
㍾米　ニ
」
佛
法
僧
ノ
三
宝
ハ
四
恩

ノ
随
一
ニ
㎜
一
切
衆
生
ノ
帰
処
ナ
リ
其
三
寶
中
ノ
僧
ナ
ル
モ
ノ
豈
ニ
無
戒

ノ
僧
ヲ
謂
ハ
ン
ヤ
豈
ニ
僧
ヲ
謂
ハ
ン
ヤ
豈
ニ
無
戒
ノ
佛
ア
ラ
ン
ヤ
豈
ニ

佛
ニ
先
見
無
フ
㎜
漫
リ
ニ
戒
ヲ
設
ケ
末
丗
ノ
僧
侶
ヲ
累
ハ
ス
ト
謂
ハ
ン

ヤ
決
シ
テ
然
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
コ
ト
ハ
白
中
ニ
太
陽
ヲ
見
ル
ヨ
リ
モ
明
カ
ナ

リ
）
13
（

阿
難
告
佛
耶
輸
夛
羅
ノ
㞮
家
ヲ
許
シ
玉
フ
㎡
佛
ノ
言
ク
女
僧

ノ
為
ニ
佛
法
ノ
壽
命
五
百
年
ヲ
減
ス
ヘ
シ
ト
真
宗
ノ
如
キ
妻
帯

宗
ノ
開
ク
ル
カ
為
ニ
佛
法
ノ
衰
滅
ヲ
㎜
早
カ
ラ
シ
ム
ル
コ
ト
ハ
見
易
キ

道
理
也
又
在
家
善
男
女
三
宝
ヲ
供

ス
ル
ニ
於
テ
ハ
僧
侶
ノ
持
戒

【
５
ウ
】

破
戒
ヲ
簡
フ
ベ
カ
ラ
ス
ト
云
ハ
佛
祖
ノ
誡
ナ
リ
ト
埋
供

ヲ
受
ル
僧
侶

ニ
於
ハ
尽
ク
破
戒
ヲ
誡
）
14
（

ム
正
法
眼
蔵
発
無
上
心
巻
云
ク
佛
言
優

婆
塞
優
婆
夷
善
男
子
善
女
人
以
妻
子
肉
供
養
三
寶
以

身
自
肉
供
養
三
宝
諸
比
丘
既
受
信
施
云
何
不
修
シ
カ
ア

レ
ハ
シ
リ
ヌ
飲
食
衣
服

具
醫
薬
僧
房
田
林
等
ヲ
三
宝
ニ
供

養
ス
ル
ハ
自
身
オ
ヨ
ヒ
妻
子
等
ノ
身
肉
皮
骨
髄
ヲ
供
養
シ
タ
テ
マ
ツ

ル
ナ
リ
ト

不
）
15
（

清
浄
僧
清
浄
僧
ト
同
列
シ
テ
供
養
ヲ
受
ル
ハ
不
浄
僧
其
罪

ア
リ
ト
若
シ
我
レ
ニ
戒
徳
ナ
ク
ン
ハ
何
ニ
依
テ
カ
信
施
ノ
債
ヲ
償
ハ
ン

ヤ
無
戒
ノ
僧
侶
ニ
㎜
秐
ゝ
ノ
供
養
ヲ
受
ル
ハ
尽
）
16
（
ク
隨
獄
ノ
因
ト
ナ
ル

ベ
シ
然
レ
ハ
則
チ
真
宗
ノ
信
徒
金
銀
米
穀
ヲ
不
惜
供
養
恭

敬
ス
ル
ハ
上
天
往
生
ノ
因
ト
ナ
ル
モ
眞
宗
無
戒
ノ
僧
侶
ハ
尽
ク
隨

獄
ノ
因
ト
ナ
ル
モ
亦
知
ル
ヘ
カ
ラ
ス
況
ン
ヤ
清
僧
ノ
名
ヲ
標
㎜
破

【
６
オ
】

戒
無
慚
ノ
者
ハ
豈
ニ
恐
レ
サ
ル
ヘ
ケ
ン
ヤ
然
ル
ニ
今
日
清
僧
タ
ル
者

真
宗
ヲ
羨
ン
テ
宗
規
ヲ
変
シ
テ
公
然
妻
帯
宗
ト
ナ
ラ
ン
ト
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欲
ス
ル
モ
ノ
ハ
実
ニ
宗
門
ノ
魔
魅
也
宗
祖
ノ
怨
敵
也
宗
門
ノ
僧
徒

槌
鼓
攻
ル
モ
亦
可
也
暗
ニ
親
鸞
「
リ
ヨ
ー
サ
」
ノ
英
傑
を
傚
フ
ト
礫

㎞
「
リ
ヨ
ー
サ
」
ノ
修
羅
場
ト
親
鸞
ノ
法
害
ア
ル
コ
ト
ヲ
知
ラ
ス
法
中

ノ
盲
目
道
中
ノ
禽
獣
ト
謂
ツ
ベ
シ
又
今
日
佛
法
ノ
僧
侶
ヲ
㎜

尽
ク
妻
帶
セ
シ
ム
ル
ト
キ
ハ
一
層
佛
法
ノ
隆
盛
ヲ
得
ル
モ
亦
知
ル

ヘ
カ
ラ
ス
ト
礫
㎞
三
寶
中
ノ
一
宝
於
乎
滅
ス
ヘ
シ
唯
経
論
學

術
ア
ル
ノ
ミ
真
宗
隆
盛
ト
云
ヘ
ケ
ン
ヤ
而
血
子
血
孫
ノ
以
テ
相

續
ス
ル
ニ
至
ラ
ハ
宗
教
ノ
人
我
儘
ニ
増
長
㎜
羅
馬
法
王
ノ
位
置

ヲ
占
ル
モ
亦
計
リ
難
シ
ト
埋
戦
争
殺
戮
ノ
惨
状
ヲ
来
ス
モ
亦

図
ル
）
17
（

ベ
シ
カ
ラ
ズ
是
レ
佛
ノ
正
法
ニ
ア
ラ
サ
ル
カ
故
ニ
吾
深
ク
憂
之

且
吾
日
本
一
小
國
ノ
ミ
釈
徒
尽
ク
妻
帶
タ
ル
モ
支
那
西
藏

【
６
ウ
】

暹
羅
錫
倫
印
度
ノ
如
キ
ハ
尽
ク
小
乗
人
戒
律
ヲ
持
㎜
清

僧
タ
リ
ト
言
フ
ニ
ア
ラ
ス
ヤ
後
丗
若
シ
米
國
オ
氏
ノ
如
キ
大
信

者
ア
リ
戒
律
ヲ
主
張
シ
強
大
國
ノ
帝
王
ア
リ
テ
其
道
ヲ
信

シ
異
國
ノ
清
僧
ヲ
以
テ
今
日
耶
蘇
面
師
ヲ
日
本
ニ

遣

セ
シ
ム
ル
カ
如
清
僧
ヲ
保
護
シ
テ
日
本
ニ

遣
セ
シ
ム
ル
ニ
至
ラ
ハ

如
何
ナ
ル
景
状
ヲ
顕
出
セ
ン
ヤ
思
ヒ

ニ
至
テ
一
夜
不
堪
眠

俄
然
ト
㎜
起
キ
テ
禿
筆
ヲ
掃
シ
遂
ニ
一
篇
ヲ
綴
ル
因
テ
我

宗
諸
兄
弟
ニ
一
言
ス
妻
帯
夛
同
ノ
憐
儀
ニ
決
ス
ル
㎎
勿
レ

将
来
ノ
杞
憂
ヲ
抱
キ
確
乎
不
抜
ノ
志
ヲ
起
シ
）
18
（

如
㓜
草

露
ノ
身
命
ヲ
以
テ
常
住
不
変
ノ
法
身
ニ
換
却
シ
テ

宗
門
ヲ
復
古
シ
佛
祖
之
大
恩
ニ
報
答
ス
ベ
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

謹
白

有
安
老
人
對
客
一
話　

終

【
奥
書
】

戒
）
19
（

無
慚
ノ
者
真
宗

　
　

明
治
廿
八
年　
　

清
隠
山
安
居
之
日

　
　

三
月
初
三
日　
　
　

微
笑
庵
謹
寫

翻
刻
註
記

（
１
）  

前
半
第
一
問

（
２
）  

こ
の
「
」」
は
問
い
を
終
え
る
箇
所
を
示
す
た
め
に
挿
入
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る

が
、
文
意
か
ら
す
れ
ば
、
二
行
前
の
「
尽
力
ス
ベ
シ
ト
」
ま
で
が
第
一
問
の
問
い

に
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
。

（
３
）  

前
半
第
二
問

（
４
）  

『
大
智
度
論
』
巻
三
一
「
釈
初
品
中
十
八
空
義
第
四
十
八
」
か
ら
の
取
意
、『
大

正
蔵
』
巻
二
五
・
二
九
三
ｂ

（
５
）  

『
中
庸
』
第
一
章
、『
大
学
・
中
庸
』
一
四
一
頁

（
６
）  

後
半
第
一
問

（
７
）  
以
下
、
後
半
第
一
問
に
対
す
る
第
一
の
応
答
と
な
る
。

（
８
）  
以
下
、
後
半
第
一
問
に
対
す
る
第
二
の
応
答
と
な
る
。

（
９
）  

「
ヘ
ベ
シ
」
と
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
は
「
フ
ベ
シ
」
で
あ
ろ
う
。



─ 　  ─

有
安
道
人
『
弾
僧
侶
妻
帯
論
』
と
有
安
老
人
『
対
客
一
話
』
に
つ
い
て

19

114

（
10
）  

『
遺
教
経
』
か
ら
の
取
意
、『
大
正
蔵
』
巻
一
二
・
一
一
一
〇
ｃ

（
11
）  

『
妙
法
蓮
華
経
』「
如
来
寿
量
品
」、『
大
正
蔵
』
巻
九
・
四
三
ｃ

（
12
）  

著
作
名
か
ら
霊
芝
元
照
『
四
分
律
行
事
鈔
資
持
記
』（『
大
正
蔵
』
巻
四
〇
所

収
）
を
指
す
と
思
わ
れ
る
が
、
該
当
す
る
文
脈
は
不
明
。

（
13
）  
ゴ
ー
タ
マ
＝
ブ
ッ
ダ
の
妻
で
あ
っ
た
ヤ
シ
ョ
ー
ダ
ラ
ー
（
漢
訳
仏
典
で
は
「
耶

輸
陀
羅
」
と
表
記
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
）
出
家
に
因
む
話
で
あ
る
。
典
拠
と
し
て

は
複
数
考
え
ら
れ
る
。
女
性
の
出
家
に
よ
り
仏
法
（
正
法
）
の
寿
命
が
五
百
年
短

く
な
る
説
は
、
ゴ
ー
タ
マ
の
継
母
ゴ
ー
タ
ミ
ー
（
マ
ハ
ー
パ
ジ
ャ
パ
テ
ィ
ー
）
の

出
家
に
因
む
話
と
し
て
記
録
（『
中
阿
含
林
品
瞿
曇
弥
経
』
第
十
、『
大
正
蔵
』
巻

一
・
六
〇
七
ｂ
）
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
律
典
の
一
部
は
、
ゴ
ー
タ
ミ
ー
と
ヤ

シ
ョ
ー
ダ
ラ
ー
の
出
家
を
同
時
期
と
す
る
も
の
も
あ
る
。

（
14
）  

本
文
の
註
記（
19
）
を
参
照
の
こ
と
。

（
15
）  

以
下
、
後
半
第
一
問
に
対
す
る
第
三
の
応
答
と
な
る
。

（
16
）  

「
墮
獄
」
と
書
く
は
ず
だ
っ
た
と
思
う
が
、
著
者
か
書
写
者
か
、
何
れ
か
の
誤

記
で
あ
る
。

（
17
）  

「
シ
」
は
衍
字
か
。

（
18
）  

「
㓜
」
と
読
め
る
が
、「
幻
」
の
誤
記
で
あ
ろ
う
。

（
19
）  

６
オ
に
入
る
文
章
だ
が
、
誤
記
の
た
め
に
消
さ
れ
て
巻
末
の
奥
書
を
書
く
た
め

の
用
紙
に
な
っ
た
も
の
か
。

参
考
資
料

・『
大
正
新
修
大
蔵
経
』
を
参
照
し
た
。
引
用
な
ど
を
行
う
場
合
に
は
『
大
正
蔵
』
と

略
記
し
、
巻
数
・
頁
数
・
段
数
を
も
っ
て
表
記
し
た
。

・
金
谷
治
訳
『
大
学
・
中
庸
』
岩
波
文
庫
・
一
九
九
八
年
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